
 

建 設 工 事 請 負 契 約 書（案） 

 

 

 

１  建 設 工 事 名 令和８年度 静岡県中部看護専門学校 

講堂棟屋根防水改修工事 

 

２  建設工事場所 焼津市 東小川１丁目 地内 

 

３  工 期 着手  令和８年  月  日 

 完成 令和８年 11月 ２日 

 

４  請 負 代 金 額 ￥          － 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  ￥      －） 

 

５  請負代金の支払 

前 払 金 額 ￥         －  

部分払回数             回以内 

 

６  契 約 保 証 金 ￥         －（約款第４条第１項第 号該当） 

 

７ 現場代理人常駐  要 ・ 不要 

 

上記の建設工事について、発注者と受注者は、おのおの対等な立場における

合意に基づいて、別添の約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実に

これを履行するものとする。 

この契約の成立を証するため、この契約書２通を作成し、当事者記名押印

の上、各自１通を保有する。 

 

  令和８年 月  日 

 

発注者 志太広域事務組合 

管理者 焼津市長 中野 弘道 印 

 

住 所  

受注者 商 号  

氏 名                印 

収  入 

 

印  紙 



 

志太広域事務組合建設工事請負契約約款 

 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、契約書記載の工事の請負契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別冊

の仕様書、設計書及び図面（現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下これらの仕様書、設計書及び図面

を「設計図書」という。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約

をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、そ

の請負代金を支払うものとする。 

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」という。）については、この

約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５ この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

７ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法

（平成４年法律第51号）に定めるものとする。 

９ この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治 29年法律第 89号）及び商法（明治 32年法律第 48

号）の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者

に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構

成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代

表者を通じて行わなければならない。 

13 この契約に関する書類の作成に必要な費用は、受注者の負担とする。ただし、設計図書の作成に係る費用については、

この限りでない。 

（関連工事の調整） 

第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合

において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整

に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 

２ 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施工上密接に関連する場合に

おいて、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発

注者の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。 

（工程表、請負代金内訳書及び工事工程月報） 

第３条 受注者は、この契約締結後10日以内に、設計図書に基づいて、請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）及び工

程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 

２ 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費（建設工事に従事する者の健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ど

も・子育て拠出金、雇用保険料及び労働者災害補償保険料の事業主負担額をいう。）、安全衛生経費（建設工事従事者の安

全及び健康の確保の推進に関する法律（平成 28 年法律第 111 号）第 10 条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の

確保に関する経費をいう。）及び建設業退職金共済契約（中小企業退職金共済法（昭和34 年法律第160 号）第２条第５項

に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。）に係る掛金を明示するものとする。 

３ 発注者は、工程表につき直ちにその内容を審査し、不適当と認めたときは、受注者に訂正を求めるものとする。 

４ 受注者は、発注者から請求があった場合においては、工程表に基づいて、工事工程月報を提出しなければならない。 

（適正な労務費の確保等） 

第３条の２ 発注者及び受注者は、内訳書に明示される労務費が、労務費に関する基準（建設業法（昭和 24 年法律第100号）

第34 条第２項に基づき中央建設業審議会が勧告する基準をいう。以下同じ。）を踏まえた適正な労務費であることを確認

する。 

２ 発注者は、前項の内訳書に明示された労務費を含む請負代金額を受注者に支払わなければならない。 

３ 受注者は、次に掲げる事項を行わなければならない。 

(1) 適正な賃金をその雇用する技術者に支払うこと。 

(2) 労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を、直接下請契約を締結する者に支払うこと。 

４ 発注者は、受注者に対して、適正な労務費の確保等のため確認を行うときその他必要があると認められるときは、理由を

付して、相当の期間を定めて、次に掲げる書面の提出を求めることができる。 



 

(1) 前項第１号の支払に関する書面 

(2) 前項第２項の支払に関する書面 

５ 受注者は、前項の規定による請求があったときは、前項各号に掲げる書面を提出するものとする。 

（契約の保証） 

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、１件の

請負代金額が 300 万円未満の建設工事及び発注者からの出動要請に基づき行う緊急性が高い災害応急対策又は災害復旧

に関する工事に係る請負契約については、この限りではない。また、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結

後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 

(1) 契約保証金の納付 

(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保

証 

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関

する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証（契約保証特

約を付したものに限る。） 

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第５項において「保証の額」という。）は、請負代金額の

10分の１以上としなければならない。ただし、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 10第１項若しく

は第167条の10の２第２項（第167条の13の規定により準用する場合を含む。）の規定する場合に該当するかについての

調査を行うための基準となる価格（以下「調査基準価格」という。）に満たない応札額により落札者となったときにおける

契約保証金の額は、請負代金額の10分の３以上としなければならない。 

３ 受注者が第１項第２号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第46条の２第３項各号に規定

する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 

４ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担

保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

５ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の１（調査基準価格に満たない金額で契約

を締結した場合は、請負代金額の10分の３）に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、

保証の額の減額を請求することができる。 

６ 受注者は、第１項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法（以下「電磁的方法」という。）であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講

ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 

（権利義務の譲渡等） 

第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじ

め、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第13条第２項の規定による検査に合格し

たもの及び第37条第３項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又

は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括

して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

 （暴力団関係業者による下請負の禁止等） 

第６条の２ 受注者は、第43条の２第１項第10号アからオまでのいずれかに該当する者（以下「暴力団関係業者」という。）

を下請負人としてはならない。 

２ 受注者は、その請け負った建設工事に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結さ

せてはならない。 

３ 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団

関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させた場合は、発注者は、受注者に対して、当該契約の解除（受注者が当

該契約の当事者でない場合において、受注者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この

条において同じ。）を求めることができる。 

４ 前項の規定により発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる受注者の損害及び同項の規定に

より下請契約が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとす

る。 

（下請負人の通知） 

第７条 発注者は、下請契約を締結した受注者に対し、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることがで

きる。 



 

（下請負人の社会保険等加入義務等） 

第７条の２ 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法（昭和24 年法律第100 号）第２条第３項

に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請負人とし

てはならない。 

(1) 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出 

(2) 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出 

(3) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出 

２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険

等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 

(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 

当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると

発注者が認める場合において、受注者が発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる

届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を発注者に提出したとき 

(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合 

ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると

発注者が認める場合 

イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当

該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、

受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合 

（特許権等の使用） 

第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利（以下「特

許権等」という｡）の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなけ

ればならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である

旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負

担しなければならない。 

（監督員） 

第９条 発注者は、監督員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様と

する。 

２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 

(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾 

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査（確認を含む。） 

３ 発注者は、２人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容

を、受注者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 

５ この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を

経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 

（現場代理人及び主任技術者等） 

第10条 受注者は、次の各号に掲げるものを定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必

要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。 

(1) 現場代理人 

(2) 主任技術者（建設業法第26条第１項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。）又は監理技術者（建設業法第26 

条第２項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。） 

(3) 監理技術者補佐（建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者の行うべき職務を補佐する者をいう。以下同

じ。） 

(4) 専門技術者（建設業法第26条の２に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。以下同じ。） 

２ 主任技術者又は監理技術者は、工事が建設業法第26条第３項本文の規定に該当する場合は、専任の者でなければならな

い。この場合において、当該工事が同法第26条第２項の規定にも該当する場合には、当該専任の監理技術者は、監理技術

者資格者証の交付を受けた者でなければならない。 

３ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代

金の請求及び受領、第12条第１項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知、同条第４項の請求、同条第５項の通知の受

理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 

４ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、

発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととするこ

とができる。 



 

５ 受注者は、第３項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあ

るときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 

６ 現場代理人、監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。）及び専門技術者は、これ

を兼ねることができる。 

（履行報告） 

第11条 受注者は、工事記録簿に必要な事項を記録し、監督員が請求したときは提示しなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定によるほか、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければ

ならない。 

（工事関係者に関する措置請求） 

第12条 発注者は、現場代理人がその職務（監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職

務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措

置をとるべきことを請求することができる。 

２ 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者（これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。）その他受注者が工

事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがある

ときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果は請求を受けた日

から10日以内に発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書

面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果は請求を受けた日か

ら10日以内に受注者に通知しなければならない。 

（工事材料の品質及び検査等） 

第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっ

ては、中等の品質を有するものとする。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の検査又は発注者の指定する検査（確認を含む。以下この条において同じ｡）を受け

て使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合にお

いて、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応じ、又は所要の措置をとらな

ければならない。 

４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 

５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた

日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 

（監督員の立会い及び工事記録の整備等） 

第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工

事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工

しなければならない。 

３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整

備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工

事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 

４ 監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から７日以内

に応じなければならない。 

５ 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたす

ときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は

工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったこ

とを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出

しなければならない。 

６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受

注者の負担とする。 

（支給材料及び貸与品） 

第15条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械器具（以下「貸与品」と

いう。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡し場所及び引渡し時期は、設計図書に定めるところによる。 

２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又

は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能

が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければ



 

ならない。 

３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に受領書又は借用書を提

出しなければならない。 

４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の

内容に適合しないこと（第２項の規定による検査により発見することが困難であったものに限る。）などがあり使用に適当

でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 

５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、

当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品

質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に

請求しなければならない。 

６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは

性能、引渡し場所又は引渡し時期を変更することができる。 

７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損

害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品

を発注者に返還しなければならない。 

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発

注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならな

い。 

（工事用地の確保等） 

第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）

を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日）までに確保しなければ

ならない。 

２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は

管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条

において同じ。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者

に明け渡さなければならない。 

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等を修復若しくは

取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行う

ことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることが

できず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 

（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求

に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由

によるときは、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたと

きは必要な費用を負担しなければならない。 

２ 監督員は、受注者が第13条第２項又は第14条第１項から第３項までの規定に違反した場合において、必要があると認

められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 

３ 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、

必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査すること

ができる。 

４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

（条件変更等） 

第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に

通知し、その確認を請求しなければならない。 

(1) 仕様書、設計書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。（これらの優先順位が定め

られている場合を除く。） 

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。 

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工

事現場が一致しないこと。 



 

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会い

の上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行う

ことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を

含む。）をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に

通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げ

るところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 

(1) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの    発注者が行う。 

(2) 第１項第４号又は第５号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの    発注者が行う。 

(3) 第１項第４号又は第５号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの    発注者と受注者

とが協議して発注者が行う。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期若しく

は請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（設計図書の変更） 

第19条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、

設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金

額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（工事の中止） 

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動そ

の他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事

目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注

者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は

一部の施工を一時中止させることができる。 

３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しく

は請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するた

めの費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用

を負担しなければならない。 

 （著しく短い工期の禁止） 

第20条の２ 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確

保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 

（受注者の請求による工期の延長） 

第21条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない

事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に、工期の延長変更

を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければなら

ない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認め

られる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（発注者の請求による工期の短縮等） 

第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 

２ 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、 延長する工期

について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。 

３ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼし

たときは必要な費用を負担しなければならない。 

（工期の変更方法） 

第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わ

ない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者

が工期の変更事由が生じた日（第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、

受注者が工期変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定

め、発注者に通知することができる。 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意する

とともに、受注者との間で協議が整わなかったこと、当該協議に関して受注者が第 49 条に規定するあっせん若しくは調



 

停を請求したこと又は第50 条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な扱いをしてはならない。 

（請負代金額の変更方法等） 

第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議

が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代

金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者

に通知することができる。 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意する

とともに、受注者との間で協議が整わなかったこと、当該協議に関して受注者が第 49 条に規定するあっせん若しくは調

停を請求したこと又は第50 条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

４ この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額

については、発注者と受注者とが協議して定める。 

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水

準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額から当該請求時の出来

形部分に相応する請負代金額 を控除した額をいう。以下この条において同じ。）と変動後残工事代金額（変動後の賃金又

は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。）との差額のうち変動前

残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき、発注者と受注者と

が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知

する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合におい

ては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとす

る。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となった

ときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを

生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更

を請求することができる。 

７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日

から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。

ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場

合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

９ 発注者は、第３項又は第７項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うよう

に留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと、当該協議に関して受注者が第 49 条に規定するあっせん

若しくは調停を請求したこと又は第 50 条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

（臨機の措置） 

第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、

必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事

情があるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 

３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求

することができる。この場合においては、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負

代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 

（一般的損害） 

第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害（次

条第１項若しくは第２項又は第29条第１項に規定する損害を除く。）については、受注者がその費用を負担する。ただし、

その損害（第47条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき

事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

（第三者に及ぼした損害） 

第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その

損害（第47条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。）のうち、



 

発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由

により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施

工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 

３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してそ

の処理解決に当たるものとする。 

（不可抗力による損害） 

第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。）で

発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下この条において「不可抗力」という。）により、工事目

的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具（以下この条において「工事目的物等」という。）

に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受注者が善良な管理者の注意義務

を怠ったことに基づくもの及び第47条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条に

おいて「損害」という。）の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額（工事目的物等で

あって第13条第２項、第14条第１項若しくは第２項又は第37条第３項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に

関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計

額（以下この条において「損害合計額」という。）のうち請負代金額の 100分の１を超える額を負担しなければならない。

ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 

５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 

(1) 工事目的物に関する損害 

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合はその評価額を差し引いた額とする。 

(2) 工事材料に関する損害 

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額 

を差し引いた額とする。 

(3) 仮設物及び建設機械器具に関する損害 

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償

却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕により

その機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より小額であるものについては、その修繕費の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損害合計額の負担につい

ては、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは

「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の 100

分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額

を差し引いた額を」として同項を適用する。 

（請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 

第30条 発注者は、第８条、第15条、第17条から第22条、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負

代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の

全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者と

が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発

注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しな

い場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

（検査及び引渡し） 

第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定

めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。こ

の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊

して検査することができる。 

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

４ 発注者は、第２項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、工事目的物の引渡しが行われたものとする。 

５ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補しなければならない。この場合においては、修補の完

了を工事の完成とみなして前４項の規定を適用する。 

（請負代金の支払い） 

第32条 受注者は、前条第２項（同条第５項後段の規定により適用される場合を含む。第３項において同じ。）の検査に合



 

格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査を

した日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項において「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。こ

の場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、前条第２項の期限を経過した日から起算

して40日を経過する日において満了したものとする。 

（部分使用） 

第33条  発注者は、第31条第４項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使

用することができる。 

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 

３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必

要な費用を負担しなければならない。 

（前金払及び中間前金払） 

第34条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第４項に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」

という。）と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）

を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の４以内の前払金の支払いを発注者に請求することがで

きる。ただし、請負代金額が 300万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない。 

２ 発注者は、前項に規定する請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 

３ 受注者は、第１項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と当該前払金に追加してする前払金（以下こ

の条及び第37条第１項において「中間前払金」という。）に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託した

ときは、請負代金の10分の２以内の額の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、第37条第１項

の規定により部分払金を受領した場合又は第５条第１項ただし書きの規定によりこの契約の締結により生ずる債権権利の

譲渡について発注者の承諾が得られている場合又は第４条第２項ただし書きに規定する調査基準価格に満たない応札額に

より落札者となった者と契約締結した場合のいずれかに該当する場合においては、中間前払金の支払いを請求することは

できない。 

４ 受注者は、前項の規定による請求をしようとするときは、発注者に対し、あらかじめ、当該建設工事が次に掲げる要件

に該当することの認定を請求し、その旨の認定を受けなければならない。 

(1) 工期の２分の１を経過していること。 

(2) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該建設工事に係る作業が行われてい

ること。 

(3) 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１以上の額に相当するものであること。 

(4) 当初の前払金が支出済のものであること。 

５ 発注者は、前項の規定による認定の請求を受けたときは、当該申請を受けた日から７日以内に当該認定の結果を通知す

るものとする。 

６ 第２項の規定は、第３項の場合について準用する。 

７ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額に基づく前払金額から受領済みの

前払金額（第３項に規定する中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。）

を差し引いた額の前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第２項の規定を準用する。 

８ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10分の５（第３

項の規定により中間前払金を受領した場合にあっては10分の６）を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日

から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。 

９ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、

発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から７日以内に協議が整わな

い場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

10 発注者は、受注者が第８項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日

から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、この契約の締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する

法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率（以下「財務大臣が決定する率」とい

う。）を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。  

11 受注者は、第１項又は第３項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる

保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託し

たものとみなす。 

（保証契約の変更） 

第35条 受注者は、前条第７項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あら

かじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保



 

証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、前払金の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通

知するものとする。  

４ 受注者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる

保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託し

たものとみなす。 

（前払金の使用等） 

第36条 受注者は、前払金（中間前払金を含む。）をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工

事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証

料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 

２ 受注者が前払金を前項に規定する費用に充当する場合において、現場管理費及び一般管理費等の支払いに充当すること

ができる額は、前払金の100分の25以内とする。 

（部分払） 

第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分及び製造工場等にある特殊な工場製品に相応する請負代金相当額の 10分

の９以内の額について、中間前払金の支払いを受けていない場合に限り、次項から第７項までに定めるところにより、契

約書記載の回数の範囲内において、部分払を請求することができる。ただし、第34条第１項に規定する前払金の支払いを

受けている場合は、発注者が特に必要があると認める場合を除き、出来型が、現になされた前払金の請負代金額に対する

割合に10分の１を加えた率以上に達したときに限る。 

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は製造工場等にある特殊な工

場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 

３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところ

により、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、

発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査すること

ができる。 

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

５ 受注者は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、

当該請求を受けた日から40日以内に部分払金を支払わなければならない。 

６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第１項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議し

て定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通

知する。 

 

部分払金の額≦第１項の請負代金相当額  × 
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－ 
前 払 金 額 

 
10 請負代金額 

７ 第５項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第１項及び前項中「請負

代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。 

（部分引渡し） 

第 38 条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分

（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 31条中「工事」

とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第 32条中「請負代

金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。工事目的物について指定部分が

ない場合において、工事目的物の一部が完成し、その引渡しについての合意が成立したときについても同様とする。 

２ 前項の規定により準用される第32条第１項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の

式により算出する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただ

し、発注者が前項の規定により準用される第32条第１項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発

注者が定め、受注者に通知する。 

 

部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額 × 
 

１ － 
前 払 金 額 

 
請負代金額 

（第三者による代理受領） 

第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 

２ 発注者は、代理受領の金額が50万円以上で、かつ、当該代理人が志太広域事務組合指定金融機関である場合又は発注者

が特に必要と認めた場合に前項の承諾をするものとする。 

３ 発注者は、前２項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三

者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条（前条において準用する場合を含



 

む。）又は第37条の規定に基づく支払いをしなければならない。 

（前払金等の不払に対する工事の中止） 

第40条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相

当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止す

ることができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなけ

ればならない。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しく

は請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するた

めの費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を

負担しなければならない。 

（契約不適合責任） 

第41条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」と

いう。）であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただ

し、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方

法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、

発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合

は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 

(1) 履行の追完が不能であるとき。 

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達

することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明ら

かであるとき。 

 

第42条 削除 

 

第42条の２ 削除 

 

（発注者の催告による解除権） 

第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内

に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契

約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 

(2) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 

(3) 第10条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 

(4) 正当な理由なく、第41条第１項の履行の追完がなされないとき。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（発注者の催告によらない解除権） 

第43条の２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 

(1) 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 

(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、

契約の目的を達成することができないものであるとき。 

(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場

合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 

(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達

することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 

(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達する

のに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

(8) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下この項において同じ｡)又は暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規

定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をい



 

う。以下この項において同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 

(9) 第45条又は第45条の２の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

(10) 受注者（受注者が共同企業体を結成している場合にあっては、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。）

が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受注者が個人である場合にあっては当該個人その他経営に実質的に関与している者をいい、受注者が法人

である場合にあっては当該法人の役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営

に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団又は暴力団員等であると認められるとき。 

イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は

暴力団員等を利用していると認められるとき。 

ウ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に

暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用していると認められるとき。 

オ アからエまでに該当するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。 

カ 下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が暴力団関係業者であることを知りな

がら、当該契約を締結したと認められるとき。 

キ 暴力団関係業者を下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合（カに該当する場合を除く。）

に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

ク 発注者が第６条の２第３項の解除を求め、受注者が正当な理由がなくこれに従わなかったとき（キに該当する場合

を除く。）。 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第43条の３ 第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、

前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第43条の４ 発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができ

るものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。 

(1) 第46条の３第１項に該当するとき。 

(2) 受注者が不正な手段で入札に参加したことが判明したとき。 

（発注者の任意解除権） 

第44条 発注者は、建設工事が完成するまでの間は、第43条、第43条の２又は第43条の４の規定によるほか、必要があ

るときは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなけれ

ばならない。 

（受注者の催告による解除権） 

第 45 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行が

ないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取

引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

（受注者の催告によらない解除権） 

第45条の２ 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちにこの契約を解除することができる。 

(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。 

(2) 第20条の規定による建設工事の施工の中止期間が工期の 10分の５（工期の10分の５が６月を超えるときは、６月）

を超えたとき。ただし、中止が建設工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後３月を経

過しても、なおその中止が解除されないとき。 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第45条の３ 第45条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前２

条の規定による契約の解除をすることができない。 

（解除に伴う措置） 

第46条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部

分及び部分払の対象となった特殊な工場製品の引渡しを受けるものとし、当該引渡し受けたときは、当該引渡しを受けた

出来形部分及び特殊な工場製品に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、

必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 第１項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額（第 37条の規定による部分払を

しているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額）を同項前段の出来形部分及び特殊な工場製品に

相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が

第43条、第43条の２又は第46条の２第３項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の



 

日までの日数に応じ、この契約の締結時における財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が

第44条、第45条又は第45条の２の規定によるときにあっては、その余剰額を、それぞれ発注者に返還しなければならな

い。 

４ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第１項の出来形部分の検査に

合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注

者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されている

ときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

５ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しな

ければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、

若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建

設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物

件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは

取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行う

ことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることが

できず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、第

43条の２又は第46条の２第３項の規定によるときは発注者が定め、第44条、第45条又は第45条の２の規定によるとき

は、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措

置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 

９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定

に従って協議して決める。 

（発注者の損害賠償請求等） 

第46条の２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することが

できる。 

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。 

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。 

(3) 第43条又は第43条の２の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の１（調査基準価格に

満たない価格で契約を締結した受注者にあっては、請負代金額の10分の３）に相当する額を違約金として発注者の指定す

る期間内に支払わなければならない。 

(1) 第43条又は第43条の２の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務

について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）の規定により選任され

た破産管財人 

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154号）の規定により選任

された管財人 

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生

債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。）が

この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第１項及

び第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金

額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結時における財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を

付した額を請求することができる。 

６ 第２項の場合（第43条の２第１項第８号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。）において、第

４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は

担保をもって同項の違約金に充当することができる。 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第46条の３ この契約に関し、受注者（共同企業体にあっては、その構成員）が、次の各号のいずれかに該当したときは、

受注者は、発注者の請求に基づき、この契約の請負代金額（この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更



 

後の請負代金額）の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下｢独占禁止

法｣という。）第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第８条第１号の規定に違反した

ことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する

場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確

定した納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。）。 

(2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者

が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定し

たものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命

令をいう。次号及び次項において同じ。）において、この契約に関し、受注者等が独占禁止法第３条又は第８条第１号の

規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する

行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期

間（これらの命令に関する事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当

該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）

が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

(4) この契約に関し、受注者（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。次項において同じ。）の独占禁止

法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号又は刑法（明治40年法律第45号）第96条の６に規定する刑が確定した

とき。 

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いを

する日までの日数に応じ､この契約の締結時における財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額の遅延

利息を発注者に支払わなければならない。 

（受注者の損害賠償請求等） 

第46条の４ 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することがで

きる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない

事由によるものであるときは、この限りでない。 

(1) 第45条又は第45条の２の規定によりこの契約が解除されたとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 

２ 第32条第２項（第38条において準用する場合を含む。）に規定する期日までに請負代金が支払われなかった場合におい

ては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結時における財務大臣が決定する率を乗じて計算し

た額の利息を付した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

（契約不適合責任期間等） 

第46条の５ 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 31条第４項（第38条第１項において準用する場合を含む。）

の規定による引渡し（以下この条において単に「引渡し」という。）を受けた日から２年以内でなければ、契約不適合を理

由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）

をすることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の

追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかっ

た契約不適合については、引渡しを受けた日から１年が経過する日まで請求等をすることができる。 

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の

契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第７項において「契約不

適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経

過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

５ 発注者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の

範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関す

る受注者の責任については、民法の定めるところによる。 

７ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

８ 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、その旨を直

ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合

があることを知っていたときは、この限りでない。 

９ 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるとき

は、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当

であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 



 

（火災保険等） 

第47条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）等を設計図書に定めるところ

により火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。）に付さなければなら

ない。 

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなけ

ればならない。 

３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に

通知しなければならない。 

（賠償金等の徴収） 

第48条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、

その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日までこの契約の締結時における財務大臣

が決定する率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは

追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につきこの契約の締結時における財務大臣が決定する率を

乗じて計算した額の延滞金を追徴する。 

（暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置） 

第48条の２ 受注者は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するととも

に、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うものとする。 

２ 前項の規定による警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者にその旨を文書で報告し

なければならない。 

３ 受注者は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた

場合は、発注者と協議を行うものとする。 

（あっせん又は調停） 

第 49 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定

めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び

受注者は、建設業法による静岡県建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施

工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争

については、第12条第３項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第５項の規定により発注者が決定を行った

後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなければ、発注者及び

受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 

（仲裁） 

第50条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと

認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 

（雑則） 

第51条 この約款に基づく受注者の発注者に対する届出、通知等の書式は、発注者の定めるところによる。 

（補則） 

第52条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 

 

附 則 

この約款は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

この約款は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この約款は、平成27年６月１日から施行する。 

附 則 

この約款は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

この約款は、平成30年10月１日から施行する。 

附 則 

この約款は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この約款は、令和７年４月１日から施行し、同日以後に締結される工事の請負契約について適用する。 

附 則 



 

この約款は、令和８年５月１日から施行し、同日以後に締結される工事の請負契約について適用する。 



 

 焼津市建設工事執行規則（昭和 53 年焼津市規則第 14 号）第 10 条に規定する設計図

書のうち、焼津市が発注する建設工事に係る仕様書は、国等及び静岡県の土木工事等

に係る仕様書を準用する。該当する仕様書の内容は焼津市ホームページ等により確認

すること。 

 

当該建設工事に適用する仕様書一覧表 

 仕様書 適用 

１ 土木工事共通仕様書 （静岡県）  

２ 農林土木工事共通仕様書 (静岡県)  

３ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和７年版) 〇 

４ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和７年版)  

５ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和７年版)  

６ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和７年版) 〇 

７ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和７年版)  

８ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和７年版)  

９ 建築物解体工事共通仕様書(令和４年版) 〇 

10 公共建築木造工事標準仕様書(令和７年版)  

11 公共住宅建設工事共通仕様書(令和４年度版)  

12 電子納品特記仕様書 (焼津市) 〇 

13 遠隔臨場の試行に関する特記仕様書 (焼津市) 〇 

14 建設工事事務取扱に関する特記仕様書 (焼津市)  

15 焼津市週休２日工事（土木工事等）特記仕様書  

16 焼津市週休２日工事（建築工事）特記仕様書 〇 

17 法定外の労災保険の付保に関する特記仕様書 (焼津市) 〇 

18 情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 〇 

 

１ この工事に適用する仕様書は「適用」欄に〇印の記載のあるものである。 

２ 適用する仕様書の内容は焼津市ＨＰ等から確認するとともに、必要に応じて施工

計画書等に反映させるものとする。 

（https://www.city.yaizu.lg.jp/business/bid-contract/seido/koji-

bid/kojishiyosho.html） 

３ 本表にないが当該工事に適用する仕様書は個々に編さんする。 

https://www.city.yaizu.lg.jp/business/bid-contract/seido/koji-bid/kojikanrenkitei.html
https://www.city.yaizu.lg.jp/business/bid-contract/seido/koji-bid/kojikanrenkitei.html
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建築改修工事特記仕様書
第１　工事概要 8　ｼｰﾘﾝｸﾞ材の調査及び撤去 〇 15　材料の検査等 (1.4.4) 19　地場産品

1 工事名称 令和８年度　静岡県中部看護専門学校講堂棟屋根防水改修工事 ・ 第一次判定(ｼｰﾘﾝｸﾞ材種の判定) 現場に搬入したすべての材料について、自主検査記録(任意様式)を提出すること。ただし、次表に掲げる 静岡県中小企業の受注者機会の増大による地域経済の活性化に関する条例に基づき地場産品の使用促進を

2 工事場所 焼津市　東小川１丁目　地内 日本ｼｰﾘﾝｸﾞ材工業会に次のｼｰﾘﾝｸﾞ材のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞを送付し、材種の判定を行う。 材料については監督員の検査を受ける。 図ることで地域経済の活性化に寄与することを目的とする。受注者は工事に使用する建設資材等について

3 敷地面積 7144㎡ 判定結果については、監督員に速やかに報告する。 なお、監督員の検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は以後原則として抽出検査とする。 契約図書に規定する品質が規格値を満足した地場産品の優先使用に努めること。

4 都市計画 〇 都市計画区域内 ・ 準都市計画区域内 ・ 都市計画区域外 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ採取箇所 ・ 監督員との協議による ・ 図示 「地場産品」とは「県産木材」及び「県産品」をいう。

〇 線引 （ 〇 市街化区域 ・ 市街化調整区域 ） ・ 非線引 採取箇所数 ・ 監督員との協議による ・ 箇所 「県産木材」とは「静岡県産材証明制度要綱」第２条に掲げるものをいう。

5 用途地域 〇 第一種住居地域及び第二種住居地域 採取方法は「PCB含有判定ｼｰﾘﾝｸﾞ材ｻﾝﾌﾟﾙ採取ﾏﾆｭｱﾙ(日本ｼｰﾘﾝｸﾞ材工業会)」を参考にすること。 仮設工事 防水工事 塗装工事 「県産品」とは建設資材又は製品等で、県内で最終工程が施されたものをいう。

6 防火地域 ・ 防火地域 ・ 準防火地域 〇 指定なし ・ 〇 防水材 ・ 塗料

7 その他の 〇 風力係数算定のための地表面粗度区分 （ ・ Ⅱ 〇 Ⅲ ） ・ 第二次判定 （ ・ PCB含有量の判定 ・ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有量判定 ） ・ ・ 断熱材、接着剤 ・ 〇 20　技能士 (1.7.2)

地域･地区 〇 風圧力算定のための基準速度 Ｖo＝ m/s 専門分析機関に次のｼｰﾘﾝｸﾞ材のｻﾝﾌﾟﾙを送付し、含有量の分析を行う。なお、分析ｻﾝﾌﾟﾙの四周は除去 土工事 〇 ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ・ 一級技能士又は単一等級の資格者を有する者の配置を適用する作業種別

〇 垂直積雪量　　 （ し、採取部の内部(大気にさらされていない部分)を取り出して分析する。判定結果については、監督 ・ 埋め戻し、盛土材 ・ 内装工事

〇 騒音規制法に基づく指定区域 （ ・ １種 〇 ２種 ・ ３種 ・ ４種） 員に速やかに報告する。 ・ ・ ・ ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 仮設工事 とび とび作業

8 建物概要 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ採取箇所 （ ） 採取箇所数 （ ） ・ 石、ﾀｲﾙ工事 ・ ｶｰﾍﾟｯﾄ 鉄筋工事 鉄筋施工 鉄筋組立作業

地業工事 ・ 石材 ・ 合成樹脂塗床材 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 型枠施工 型枠工事作業

講堂棟 SRC造/2階 改修 489㎡ 624㎡ 撤去方法 ・ 砕石 ・ 取付金物 ・ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送工事作業
・ 「標準施工要領書(日本ｼｰﾘﾝｸﾞ工事業協同組合連合会/日本ｼｰﾘﾝｸﾞ材工業会)」による。 ・ 杭 ・ ﾀｲﾙ ・ 畳 鉄骨工事 鉄工 構造物鉄工作業
・ 石綿含有成形板の除去に準じる ・ 杭施工混和材 ・ ﾀｲﾙ張付け用材料 ・ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ、ALCﾊﾟﾈﾙ、 ﾌﾞﾛｯｸ建築 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工事作業
撤去範囲 ・ 図示 ・ ・ 溶接材料 ・ ・ 壁紙 押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事 ｴｰｴﾙｼｰﾊﾟﾈﾙ施工 ｴｰｴﾙｼｰﾊﾟﾈﾙ工事作業

・ 杭頭補強筋 ・ ・ 断熱、防露材 防水工事 防水施工 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業

9 工事内容 9　発生材の処理等 (1.3.12) ・ 地盤改良材 木工事 ・ ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業

講堂棟屋根の防水改修工事 ・ 引渡しを要するもの （ ・ 無し ・ PCB含有物 ・ ・ ） ・ ・ 木材 ・ ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業
・ 特別管理産業廃棄物 （ ・ 廃石綿 ・ 鉛含有物 ・ ・ ） ・ ・ 集成材 ﾕﾆｯﾄ、その他工事 合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業

処理方法 ・ 解体共通仕様書5.4.1による 鉄筋工事 ・ ・ ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ 塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水工事作業
・ ・ 鉄筋 ・ ・ 可動間仕切 ｾﾒﾝﾄ系防水工事作業

第２　仕様 ・ ・ 溶接金網 屋根、とい工事 ・ ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業

1 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事 ・ 現場において再利用を図るもの （ ・ ） ・ ｽﾘｰﾌﾞ補強筋(既製品) ・ 長尺金属板 ・ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水工事作業

標準仕様書(建築工事編)令和7年版」(以下｢改修標準仕様書｣という。)によるほか、下記仕様書のうち、 ・ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ ・ ・ 折板 ・ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ常温粘着工法防水工事作業

○印を付けたものを適用する。 ⅰ) 廃せっこうﾎﾞｰﾄﾞの裏面の表示を確認し、石綿、ヒ素、ｶﾄﾞﾐｳﾑを含有するか又は、含有していない ・ ・ 粘土瓦 排水工事 FRP防水工事作業

〇 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版(以下｢標準仕様書｣という。) ことが確認できない場合は、各製造工場に問合せの上、適切に処理する。 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 ・ とい ・ 排水管 石工事 石材施工 石張り作業

〇 建築工事標準詳細図(令和４年版)（以下「標準詳細図」という。） ⅱ) 石綿含有せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 9章による ・ 型枠 ・ ・ 排水枡 ﾀｲﾙ工事 ﾀｲﾙ張り ﾀｲﾙ張り作業

〇 建築物解体工事共通仕様書(令和４年版)(以下｢解体共通仕様書｣という。) ・ その他の含有物質 （ ) 搬出先 （ ） ・ 特殊型枠(ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ他) ・ ・ 木工事 建築大工 大工工事作業

・ 土木工事共通仕様書 ・ 特殊な建設副産物 ・ ﾌﾛﾝ ・ ﾊﾛﾝ ・ 六ﾌｯ化硫黄(SF6)ｶﾞｽ・ PFOS(ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ) ・ ｲｵﾝ化式感知器 ・ ｺﾝｸﾘｰﾄ 金属工事 ・ 屋根及びとい工事 建築板金 内外装板金作業

位置 （ ・ 図示 ・ ） ・ ｾﾒﾝﾄ ・ 金属製品 舗装工事 金属工事 内装仕上施工 鋼製下地工事作業

2 仕様書に用いられている用語を次のとおり読み替える。 ・ 骨材 ・ 軽量鉄骨天井下地 ・ 路床 建築板金 内外装板金作業

(1)「契約書」を「焼津市建設工事執行規則(昭和53年8月24日規則第14号)第11条の 〇 10　産業廃棄物管理票 ・ 水 ・ 軽量鉄骨壁下地 ・ 路盤材 左官工事 左官 左官作業

焼津市建設工事請負契約約款（以下「約款」という。）」に読み替える。 (財)日本産業廃棄物処理振興ｾﾝﾀｰ（http://www.jwnet.or.jp）が運営する「情報処理ｾﾝﾀｰの登録 ・ 混和材 ・ あと施工ｱﾝｶｰ ・ ｱｽﾌｧﾙﾄ 建具工事 ｻｯｼ施工 ﾋﾞﾙ用ｻｯｼ施工作業

(2)「監督職員」を「監督員」に読み替える。 （電子ﾏﾆﾌｪｽﾄ）により行うこと。これにより難い場合は監督員と協議する。 ・ ・ ・ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｶﾞﾗｽ施工 ｶﾞﾗｽ工事作業

(3)「検査職員」を「検査監」に読み替える。 ・ ・ ・ ﾌﾞﾛｯｸ系舗装材 自動ﾄﾞｱ施工 自動ﾄﾞｱ施工作業

〇 11　建設副産物 鉄骨工事 左官工事 ・ ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工 金属製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事作業

3 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記仕様書を適用する。 発生材については、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣、｢資源の有効な利用の促進に関する法律｣及び ・ 鋼材 ・ ﾓﾙﾀﾙ ・ ｻｯｼ施工 ﾋﾞﾙ用ｻｯｼ施工作業

なお、電気設備工事の特記仕様書は（　　）図、機械設備工事の特記仕様書は（　　）図による。 ｢建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律｣その他関係法令の規定を遵守し、適正に処理する。 ・ 高力ﾎﾞﾙﾄ、普通ﾎﾞﾙﾄ ・ ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材 植栽工事 ｶﾞﾗｽ施工 ｶﾞﾗｽ工事作業

事前に建設副産物情報交換システム等(以下、｢ｺﾌﾞﾘｽ・ﾌﾟﾗｽ｣という。)に登録及び必要事項を入力し、 ・ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ・ 仕上塗材 ・ 樹木 塗装工事 塗装 建築塗装作業

4 本特記仕様書の表記 ｺﾌﾞﾘｽ・ﾌﾟﾗｽより出力される以下計画書等を監督員に提出する。 ・ ｽﾀｯﾄﾞ ・ ﾛｯｸｳｰﾙ ・ 芝、吹付けは種、地被類 内装工事 内装仕上施工 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ工事作業

(1)項目は、番号の前に○印の付いたものを適用する。 ①再生資源利用計画書(実施書) ・ ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ ・ ・ 支柱材 ｶｰﾍﾟｯﾄ系床仕上げ工事作業

(2)特記事項は、○印の付いたものを適用する。 ②再生資源利用促進計画書(実施書) ・ 溶接材料 ・ ・ 肥料、土壌改良剤 木質系床仕上げ工事作業

○印の付かない場合は※印の付いたものを適用する。 ③ｺﾌﾞﾘｽ･ﾌﾟﾗｽ登録済確認書(計画、実施) ・ 耐火被覆材 建具工事 ・ ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ工事作業

○印と※印の付いた場合は、共に適用とし、適用範囲は図示とする。 工事完了時、ｺﾌﾞﾘｽ・ﾌﾟﾗｽより出力される上記①、②の実施書及び③の登録済証明書（実施）を監督員に ・ 溶融亜鉛めっき ・ ｱﾙﾐ製、鋼製建具 ・ 表装 壁装作業

(3)特記事項に記載の( . . )及び[ . . ]内の表示番号は、それぞれ｢改修標準仕様書｣及び「標準仕 提出する。 ・ ・ 木製建具 排水工事 配管 建築配管作業
様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。 ・ ・ 建具用金物 舗装工事 路面表示施工 溶解ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事作業

(4)[G] 印は｢静岡県環境物品等の推進に関する基本方針｣の公共工事に関わる特定調達品目を示す。 12　特定建設資材の処理 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ他工事 ・ ｶﾞﾗｽ 加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾝﾏｰｶｰ工事作業

(5)受注者は南海トラフ地震に関連する情報（地震）が気象庁から出された場合には、工事中断の措置を 本工事は、｢建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律｣第9条による分別解体等実施義務の対象建設 ・ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ ・ ｼｬｯﾀｰ 植栽工事 造園 造園工事作業

とるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。 工事となることが想定されるため、同法に基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施 ・ ALCﾊﾟﾈﾙ ・ 配置できない場合は、監督員の承諾を得ること。

上記事実が発生した場合は、約款第26条(臨機の措置)の規定による。 について適切な措置を講ずることとする。 ・ 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 ・

(6)標準仕様書で｢特記がなければ、｣以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法等を明示している 工事契約後に明らかになったやむを得ない事情により、予定していた条件により難い場合は、監督員と協 ・ ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 21　化学物質の濃度測定 (1.7.9)

場合において、それらが関係法令(条例を含む)の改正等により抵触する場合には、関係法令等の遵守 議するものとする。 ・ ・ 施工完了後、完成届の提出前に次により室内空気中の化学物質の濃度を測定し、測定結果を監督員

(1.1.13)の規定を優先する。 また、分別解体・再資源化等の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資源化等をした施設の名称及 ・ ・ に報告する。

び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督員に報告する。 監督員の検査を受けて使用すべきとされた材料であっても、設計図書に定めるJIS又はJASのﾏｰｸ表示のあ 測定対象室及び測定箇所数

第３ 適用基準等 る材料並びに規格、基準等の規格証明書が添付された材料で、監督員の承諾を受けた場合は、設計図書 測定対象室 ・ 全ての居室、常時換気しない書庫、倉庫 ・ 図示

〇 営繕工事写真撮影要領（国土交通省大臣官房官庁営繕部(令和５年版)） ・ 分別解体等の方法（新築、修繕、模様替え工事） に定める品質及び性能を有するものとして、取り扱うことができる。 測定箇所数 ：

・

(1)造成等 造成等の工事 〇 16　調査のための破壊部分の補修

　 ・ 有 ・ 無 補修方法 〇 現状復旧 ・ 図示 使用した材料、室の形状、換気設備等の仕様が類似しており、同様の測定結果となることが予想され

(2)基礎、 基礎、基礎ぐいの工事 る複数の室については、監督員と協議の上、そのうちの１室以上を測定する。

　 基礎ぐい ・ 有 ・ 無 〇 17　石綿含有建材の調査 (1.5.1) 測定方法 ・ ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取による蒸気拡散式分析法 ・ 厚生労働省の標準法

(3)上部構造部材 上部構造部材、外装の工事 受注者は石綿含有建材の事前調査を行う。なお、建築物の改修工事で請負代金額の合計額が100万 測定物質　 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ

１章　各章共通事項 外装 ・ 有 ・ 無 円以上であるもの及び建築物の解体工事で解体部分の床面積が80㎡以上であるものについては、

○ 1　工事実績情報ｼｽﾃﾑ（ｺﾘﾝｽﾞ）への登録 (1.1.4) (4)屋根 屋根の工事 原則として「石綿事前調査結果報告ｼｽﾃﾑ」を用いて調査結果の報告を行い、内容を監督員へ提出 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

受注時又は契約変更時に工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報ｼｽﾃﾑ(ｺﾘﾝｽﾞ)に登録 ・ 有 ・ 無 すること。 ﾄﾙｴﾝ

すること。また、契約変更により工事請負代金額が500万円未満になった場合は、すみやかに契約変更前 (5)建築設備、 建築設備、内装等の工事 ※石綿事前調査結果報告ｼｽﾃﾑには「gBizID(https://gbiz-id.go.jp)」への登録が必要となる。 ｷｼﾚﾝ

の工事登録を削除すること。なお、契約金額の変更登録は、完成時のみとする。 内装等 ・ 有 ・ 無 ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ

(6)その他 その他の工事 調査範囲 ・ 図示 ・ ｽﾁﾚﾝ
2　書面の書式及び取扱い (1.1.5) ( ) ・ 有 ・ 無 既存の設計図書 〇 有 ・ 無 ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ

情報共有ｼｽﾃﾑの適用及び機能要件 石綿含有建材の調査報告書の貸与 ・ 有 〇 無
情報共有ｼｽﾃﾑに関する特記仕様書による ・ 特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設 調査方法 〇 定性分析 ・ 定量分析 測定者 専門測定機関による測定 ・ 現場作業員による測定 ・

分析による石綿含有建材の調査 測定前準備 測定対象室を30分換気し、その後5時間閉鎖する。

○ 3　工事の一時中止 (1.1.9) ・ ｺﾝｸﾘｰﾄ 分析対象：ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ、ｱﾓｻｲﾄ、ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ、ｸﾘｿﾀｲﾙ、ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ、ﾄﾚﾓﾗｲﾄ 測定時 測定前準備・測定時は換気設備又は空気調和設備を稼動させたまま行う。ただし、局所的

〇 工事一時中止ガイドライン（建築・建築設備工事編）に定めるところによる。 ・ ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄から 分析方法(ｻﾝﾌﾟﾙ数：3ｻﾝﾌﾟﾙ/箇所) な換気扇で常時稼動させないものは停止させたままとする。測定時間は、原則として24時

約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に 成る建設資材 定性分析方法 定量分析方法 間とする。ただし、24時間測定が行えない場合は8時間測定(10時30分～18時30分)とする。

関する計画書(以下｢基本計画書｣という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。なお、基本計 ・ 木材 ・ JIS A 1481-1 ・ JIS A 1481-3 測定位置は、室中央付近の床から1.2ｍ～1.5ｍの高さとする。

画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確 ・ ｱｽﾌｧﾙﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 〇 JIS A 1481-2 ・ JIS A 1481-4 測定後 測定年月日、測定時刻、測定時の室温・湿度・天候、及び内装仕上げ工事の完了した年月

認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関 通知に係る事項の説明時に上記と異なる施設(同種の再資源化等を行う施設に限る)を受注者が提示し ・ JIS A 1481-5 日等を記載すること。

する基本的事項を明らかにする。 た場合は、当該施設に搬出することができる。ただし、当該施設への変更については設計変更の対象 シート防水 〇 ( 箇所数 ： 1 ） ・ ( 箇所数 ： ）

また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 としない。 ・ ( 箇所数 ： ） ・ ( 箇所数 ： ） 〇 22　検査

・ ( 箇所数 ： ） ・ ( 箇所数 ： ） 〇 工事施工中における技術検査の実施回数等は監督員の指示による。
4　遠隔臨場の実施 (1.1.14) 13　環境への配慮 (1.4.1) ・ ( 箇所数 ： ） ・ ( 箇所数 ： ） ・ 経年検査の実施　引渡し日から ・ １年以内 ・ ２年以内

遠隔臨場の適用及び実施内容 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次のアから 採取箇所 ・ 図示 ・
遠隔臨場の実施要領（建築版） 特記仕様書 による エを満たすものとする。 23　完成時の提出図書 (1.9.1)

ア　合板、木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、構造用ﾊﾟﾈﾙ、集成材、単板積層材、MDF、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ、その他の木質建 18　埋設配管・配線および鉄筋調査 完成図　２つ折製本　１部、縮小版（Ａ３版）２つ折製本　２部

〇 5　施工図等の取扱い (1.2.3) 材、ﾕﾘｱ樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ及びｽﾁ 　 あと施工アンカー工事 電子データ　ＪＷＷ形式、ＰＤＦ形式　２枚

施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。 ﾚﾝを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する｢ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量｣の区分  6章および8章による 施工図　２つ折製本　１部　　その他監督員の指示による

に応じた材料を使用する。 コア抜き、はつり工事等

6　設備工事との取合い イ　接着剤及び塗料は、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ及びｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝの含有量が少ない材料を使用する。 ・ 既存資料調査 24　設計GL

施工範囲 ・ 図示 ・ ウ　接着剤は、可塑性(ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾟﾁﾙ及びﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼ等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く) ・ 探査機（電磁波レーダー法又は電磁波誘導法）による探査 設計GL ・ 図示 ・

施工図 設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督員の承諾を受ける。 が添加されていない材料を使用する。 配管 ・ 配線等の位置の墨出を行う

エ　アの材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 範囲 〇 25　既存部の汚損等
7　施工条件 (1.3.5) 及びｽﾁﾚﾝを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 ・ 図示による ・ 工事施工に際し、既存部分を汚損又は損傷した場合は、構造、仕上げ共、既存にならい補修する。

工事用車両の駐車場所 ・ 図示 ・ 放射線透過試験

資機材置場 ・ 図示 〇 14　材料の品質等 (1.4.2) 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」（昭和47年労働省令第41号）等に定める 〇 26　事故報告

(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有する ところによるほか、次による。 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、事故発生報告書を監督員に速

ものとする。 1) 作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するもの やかに提出すること。

(2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場 　 とし、資格を証明する資料を監督員に提出する。

合は監督員の承諾を受ける。 2) 放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より 〇 27　異常気象時の報告

(3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 　 離れる。また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。 異常気象時（大雨警報、暴風警報、大雪警報）及び震度4以上の地震発生時には、現場点検を行い速やか
3) 露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。 に監督員に報告する。
4) 付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。

5) 躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。 〇 28　保険の加入期間

　 撮影枚数　　　枚　 工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付すること
   フィルムサイズ　　　　　　　　　　 コンクリート厚さ　　　cm とし、保険加入期間は原則として、工事着手の時から工事完成期日後14日までとする。
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焼津市　都市政策部　公共建築課 建築工事改修特記仕様書(R08.4)令和８年５月
令和８年度
　　　　　　　　静岡県中部看護専門学校講堂棟屋根防水改修工事

1

検図 日付 建設工事名

2 3 4

対象物質 厚生労働省の指針値（25℃の場合）

0.08ppm(  100μg/m3)

0.07ppm(  260μg/m3)

0.05ppm(  200μg/m3)

0.085ppm(  370μg/m3)

/ 3 A-０２

技能検定作業0.3m以上

建物名称 構造・階数 工事種別 建築面積㎡ 延べ面積㎡ 備考

工程 作業内容 室の床面積A(m2) A≦50 50＜A≦200 200＜A≦500 500＜A

材料名称

32

） 工事種目 技能検定職種

測定箇所数 1

0.05ppm(  220μg/m3)

特定建設資材廃棄物の種類 再資源化等をする施設の名称 所在地

0.04ppm(  240μg/m3)

図番

材料名



〇 29　公共事業労務費調査に対する協力 〇 7　工事用水 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの種類及び厚さ 〇 7　合成高分子ルーフィング防水 (3.5.2～4)(表3.5.1～3)
受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、以下の各号に 構内既存の施設 ・ 利用できない ・ 改修標準仕様書表3.3.8から表3.3.9による 新設防水層の種別
掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。 〇 利用できる（ 〇 有償 ・ 無償 ※利用可能口径　　　　φ 本） ・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ

(1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。 用途による区分 ・ 露出単層防水用 ・ 露出複層防水用

(2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その 〇 8　工事用電力 ・ 非露出単層防水用 ・ 非露出複層防水用

実施に協力しなければならない。 構内既存の施設 ・ 利用できない 材料による区分 ・ R種 ・ P0S ・ S-F1 ・ ・ ・ 適用 脱気装置
(3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・ 〇 利用できる（ 〇 有償 ・ 無償 ※利用可能電力 Ｗ 回路） 厚さ ( ) mm以上 〇 S4S ・ ・ する 〇 設ける

保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。 屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 ・ 設けない
(4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者（当該下請工事の一部 種類 ・ ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類の製造所の指定 改修用ﾄﾞﾚﾝ

に係る二次以降の下請負人を含む。）が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 脱気装置 ・ ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類の製造所の指定 ・ 個 ・ S-F2 ・ 適用 〇 設ける

屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 する ・ 設けない
30　建設発生土の処理 ［3.2.5］ ・ 図示 ・ ・ S-M1 ・ ・ ・ 適用

・ 場外指定場所に搬出し、監督員へ搬出先の受入を証明する資料を提出する。 ・ ・ する

搬出場所 ( ）

受入条件 ( ） 屋内防水
搬出距離 ( ） 工法 種別 施工箇所 保護層 〇 S-M2 ・ 適用

仮置き場 ( ） 〇３章　防水改修工事 ・ P1E ・ E-1 ・ 設ける ( ・ 図示 ・ ) する

なお、搬出場所、受入条件等は、設計図書作成時点のものであり、受注者は作成した施工計画や実施 1　施工数量調査 (1.6.2、3) ・ P2E ・ E-2 ・ 設けない ・ S3S ・ S-F1 ・ ・ ・ 適用 脱気装置
工程により、搬出予定時期の受入条件等を確認し、結果を監督員と協議する。施工計画の作成時には、 調査範囲 ・ 図示 ・ 防水改修範囲 E-1の工程3を行う部位 ・ 貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ ・ ・ する ・ 設ける
工事現場から50kmの範囲内に建設発生土を利用する他の建設工事があるか静岡県建設発生土ﾏｯﾁﾝｸﾞｱﾌﾟ 調査方法 ・ 図示 押え金物の材質、形状及び寸法 ・ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 L-30×15×2.0mm程度 ・ ・ 設けない
ﾘｼｽﾃﾑ等により検討を行い、利用先がある場合はこちらを優先とする。また、確認の結果、受入条件 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・ 図示 ・ 屋上排水溝 ・ 図示 ・
等の変更により搬出が困難な場合は、近隣の受入先を調査の上、搬出場所、受入条件等が確認できる 調査報告書 提出部数 ・ 2部 ・ ・ S-F2 ・ 適用

資料を監督員に提出する。監督員は、提出された資料をふまえ受注者と協議の上、新たな搬出場所等 6　改質アスファルトシート防水 (3.4.2、3) する

を指定するとともに、必要に応じて設計変更を行う。 〇 2　降雨等に対する養生方法(とい共) (3.1.3) 屋根露出防水(既存) ・ M4S ・ S-M1 ・ ・ ・ 適用 脱気装置

土壌汚染のおそれ ・ 無 ・ 有 〇 改修標準仕様書3.1.3(5)(ｱ)～(ｳ)による ・ 新設防水層の種別 ・ ・ する ・ 設ける

該当有害物質： ・ 設けない

分析調査 ・ 無 ・ 有 〇 3　既存防水の処理 (3.1.4)(3.2.3、4、6)

物質の種類 ・ 既存保護層の撤去 範囲 ・ 図示 ・ ・ S-M2 ・ 適用

・ クロロエチレン ・ ベンゼン ・ チオベンカルブ 〇 既存防水層の撤去 範囲 〇 図示 ・ ・ M4AS ・ AS-T1 ・ ・ ・ する

・ 四塩化炭素 ・ カドミウム及びその化合物 ・ チウラム ・ 既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去（ ・ M4AS ・ M4ASI ・ M4C ・ M4DI ・ L4X ） ・ AS-T2 ・ ・ ・ S3SI ・ SI-F1 ・ ・ ・ 適用 脱気装置

・ 1,2-ジクロロエタン ・ 六価クロム化合物 ・ ポリ塩化ビフェニル ・ AS-J2 ・ ・ する ・ 設ける

・ 1,1-ジクロロエチレン ・ シアン化合物 ・ 有機リン化合物（パラチオン、メ 〇 4　既存下地の処理 (3.2.6) ・ POSI ・ 設けない

・ 1,2-ジクロロエチレン ・ 水銀及びその化合物 チルパラチオン、メチルジメトン 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・ 図示 ・ ・ M3AS ・ AS-T3 ・ ・ ・ 脱気装置 (種類) 改修用ﾄﾞﾚﾝ

・ 1,3-ジクロロプロペン ・ セレン及びその化合物 及びＥＰＮに限る。以下同じ。） P0S工法及びP0SI工法(機械的固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理 ・ AS-T4 ・ ・ ・ 設ける ・ P4SI ・ SI-F2 ・ ・ 適用 ・ 設ける

・ ジクロロメタン ・ 鉛及びその化合物 ・ 銅 ・ 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｳ)(g)①～③による ・ AS-J1 ・ 設けない (厚さ) する ・ 設けない

・ テトラクロロエチレン ・ ひ素及びその化合物 ・ 1,4-ジオキサン 設備機器架台、配管受部、ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ、貫通ﾊﾟｲﾌﾟ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の欠損部 改修用ﾄﾞﾚﾝ ・ M4S1 ・ 25mm ・ 50mm

・ 1,1,1-トリクロロエタン ・ ふっ素及びその化合物 ・ ダイオキシン類 及び防水層末端部の納まり部の処理 ・ 設ける ・

・ 1,1,2-トリクロロエタン ・ ほう素及びその化合物 〇 図示 ・ 監職員と協議する ・ 設けない ・ SI-M1 ・ ・ ・ 適用

・ トリクロロエチレン ・ シマジン ・ P0AS ・ AS-T3 ・ ・ ・ 脱気装置 ・ ・ する

・ 場内指定場所に敷き均し 5　アスファルト防水 (3.3.2～5) ・ AS-T4 ・ ・ ・ 設ける

・ 図示 ・ 屋根保護防水　新規防水層の種別 ・ AS-J1 ・ 設けない (種類)

・ 場内指定場所に堆積 　 改修工法 　種別 施工箇所 断熱材[G] 絶縁用ｼｰﾄ ・ AS-J3 改修用ﾄﾞﾚﾝ ・ SI-M2 ・ ・ 適用

・ 図示 ・ ・ P2A ・ A-1 ・ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ・ 設ける (厚さ) する

・ A-2 厚さ0.15mm以上 ・ 設けない ・ 25mm ・ 50mm
・ A-3 又はﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ ・ M3ASI ・ ASI-T1 改修標準仕様書3.4.2(3)(ｳ)・ ・ ・ 脱気装置 ・

２章　仮設工事 ・ P1B ・ B-1 70kg/㎡程度 ・ ASI-J1 ・ ・ ・ 設ける 〇 S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様 〇 非歩行仕様 ・ 歩行仕様
〇 1　足場その他 (2.1.3)(2.2.1)(表2.2.1) ・ B-2 ・ ・ N4AS1 ・ 設けない ・ SI-M1及びSI-M2の場合の防湿用ﾌｨﾙﾑの設置

内部足場の種別 ・ 脚立、足場板等 ・ 改修用ﾄﾞﾚﾝ
外部足場の種別 ・ 枠組足場 〇 くさび緊結式足場 ・ 単管本足場 ・ P2A1 ・ AI-1 (種類) ・ ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ70g/m2程度 ・ POAS1 (種類) ・ 設ける 屋内防水

・ 仮設ｺﾞﾝﾄﾞﾗ ・ 移動式足場 ・ ・ AI-2 JISA9521に基づく押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ ・ ・ ・ 設けない 保護層
手すり先行足場の設置 ・ 行う ・ 行わない ・ AI-3 ﾌｫｰﾑ断熱材3種bA(ｽｷﾝ層付き） (厚さ) 防湿層 平場のﾓﾙﾀﾙ塗厚 立上がり部の保護ﾓﾙﾀﾙ塗厚
工事で設置する足場については、標準仕様書2.2.4(2)によるほか、「手すり先行工法等に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」 (厚さ)mm ・ ・ 設ける ・ S-C1 ・ 7mm以下

（厚生労働省令和5年12月）により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、 ・ P1B1 ・ BI-1 ・ ・ 設けない ・ P1S

中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立てや解体等の作業は「手すり先行工法による足場の ・ BI-2 ・ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの種類及び厚さ 　 床塗りの場合の床の目地
組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置き方式、又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。 ・ ・ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による 目地割り （ ・ ・ 2㎡程度（最大目地間隔3m程度））
屋根面からの墜落事故防止対策として、必要に応じて、JIS A8971（屋根工事用足場及び施工方法）に基 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの種類及び厚さ 　 ・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 目地の種類（ ・ ・ 押し目地 ）
づき、建方作業台や墜落防護さく等を設置する。 ・ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.96による 用途による区分 ・ 露出単層防水用 ・ 露出複層防水用 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの種類及び厚さ
〇 外部足場の防護ｼｰﾄによる養生 ・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ・ 非露出単層防水用 ・ 非露出複層防水用 ・ 改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による

・ 養生ﾈｯﾄ ・ 養生ｼｰﾄ （ ・ Ⅰ類 ・ Ⅱ類 ） 〇 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ （ 〇 Ⅰ類 ・ Ⅱ類 ） 用途による区分 ・ 露出単層防水用 ・ 露出複層防水用 材料による区分 ・ R種 ・ JIS A 6008に基づく種類及び厚さ

騒音・粉じん等の対策 ・ 防音ｼｰﾄ ・ 防音ﾊﾟﾈﾙ ・ ・ 非露出単層防水用 ・ 非露出複層防水用 厚さ ( ) mm以上 種類 ・
設置範囲 〇 図示 ・ 材料による区分 ・ R種 厚さ ・ mm以上

厚さ ( ) mm以上 粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄの種類及び厚さ 絶縁用ｼｰﾄ ・ 発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ　　 ・
〇 2　材料、撤去材等の運搬 (2.2.1)(表2.2.1) 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの種類及び厚さ ・ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による 固定金具の材質及び寸法形状

種別 ・ A種 ・ B種 ・ C種 〇 D種 ・ E種 ・ 改修標準仕様書表3.3.3、表3.3.4による ・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ・ 厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ｽﾃﾝﾚｽ鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面に樹脂を

C種 利用可能なエレベーター ( ・ 図示による ・ ) ・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 用途による区分 ・ 露出単層防水用 ・ 露出複層防水用 積層加工したもの

D種 利用可能な階段 ( 〇 図示による ・ ) 用途による区分 ・ 露出単層防水用 ・ 露出複層防水用 ・ 非露出単層防水用 ・ 非露出複層防水用 ・
・ 非露出単層防水用 ・ 非露出複層防水用 材料による区分 ・ R種 接着工法の場合の脱気装置の種類及び設置数量

〇 3　既存部分の養生 (2.3.1) 材料による区分 ・ R種 厚さ ( ) mm以上 種類 ・ ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの製造所の仕様による
〇 既存部分の養生方法 〇 ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ、合板等 ・ 厚さ ( ) mm以上 設置数量　　　　　　・ ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの製造所の仕様による ・ 個
〇 既存家具、既存設備等の養生方法 〇 ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等 ・ 平場の保護ｺﾝｸﾘｰﾄの厚さ こて仕上げ ・ 水下80mm以上 ・ 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの種類及び厚さ 

〇 工事用通路の養生方法 〇 ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等 ・ 床ﾀｲﾙ張り ・ 水下60mm以上 ・ ・ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による 接着工法の場合のプレキャストコンクリート部材下地の目地処理
・ 固定された備品、机、ﾛｯｶｰ等の移動 ・ 図示 ・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ・ 図示による ・
・ 既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、ｶｰﾃﾝ等の養生 ・ 図示 立上り部の保護工法 用途による区分 ・ 露出単層防水用 ・ 露出複層防水用 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合)
既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与えた場合は、 ・ 乾式保護材  (品質、性能、試験方法)建築材料等品質性能表による ・ 非露出単層防水用 ・ 非露出複層防水用 ・ 行う ( ・ 図示 ・ ） ・ 行わない
受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 ( 厚さ (mm) 幅 (mm) ) 材料による区分 ・ R種 機械的固定工法の場合の一般部のﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの張付け 

・ れんが押え ( ・ JIS R 1250 ・ ) 厚さ ( ) mm以上 1章 適用区分による風圧力の ( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3 ） 倍の風圧力に対応した工法
4　仮設間仕切り (2.3.2) ・ コンクリート押え 立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法

仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・ 図示 ・ ・ モルタル押え(屋内) ・ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 L-30×15×2.0mm程度 〇 8　塗膜防水 (3.6.2、3)

仮設間仕切りの種別と材質等 ・ 新設防水層の種別

　種別 仕上げ(厚さmm) 塗装 充填 屋根露出防水 新規防水層の種別 屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量

・ A種 ・ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ ・ 無し ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32K厚さ50mm以上 種類 ・ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ製造所の指定

種類 ・ ・ 片面 設置数量　　　　　　・ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ製造所の指定 ・ 個

厚さ ・ ・ 9.5mm ・ P0X ・ X-1 ・ ・ 脱気装置 ・ 設ける

・ B種 ・ 合板 ・ M4C ・ C-1 ・ ・ ・ 絶縁断熱工法の防湿用シートの設置 ・ X-2 ・ ・ ・ 設けない

種類 ・ ・ C-2 ・ ・ ・ 設置する ・ 設置しない ・ X-1H 改修用ﾄﾞﾚﾝ ・ 設ける

厚さ ・ ・ 9mm ・ C-3 ・ X-2H ・ 設けない

・ C種 防炎ｼｰﾄ ・ C-4 〇 S1X ・ X-1 ・ ・ 脱気装置 ・ 設ける

仮設間仕切りに設ける扉の材質等 〇 X-2 〇 〇 ・ 設けない

　材質 仕上げ 塗装 　設置箇所 ・ M3D ・ D-1 ・ ・ ・ 脱気装置 ・ X-1H

・ 木製 ・ 合板張り程度 ・ ・ 無し ・ 箇所 ・ P0D ・ D-2 ・ ・ ・ 設ける ・ X-2H

・ ・ ・ 片面 ・ 図示 ・ 設けない ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量

改修用ﾄﾞﾚﾝ 種類 ・ ・ 主材料の製造所の仕様による
5　監督員事務所 (2.4.1) ・ 設ける 　・脱気装置の種類：　　　　　、設置数量　　　　個/㎡設置数量　　　　　　・ 個 ・ 主材料の製造所の仕様による

規模、仕様 ・ 10㎡程度 ・ 既存建物利用 ・ ・ 設けない

備品等(標準仕様書によるほか下記による) ・ P0DI ・ DI-1 改修標準仕様書 ・ ・ ・ 脱気装置

・ 机 ・ 椅子 ・ ｺﾞﾑ長靴 ・ 雨がっぱ ・ 保安帽 ・ 墜落制止用器具 ・ 更衣ﾛｯｶｰ ・ N3DI ・ DI-2 3.3.2(9) ・ ・ ・ 設ける

以上は監督員 人分 ・ N4DI (種類) ・ 設けない ・ P1Y ・ Y-2 ・ ・ 設ける

・ 書籍 ・ 白板 ・ 掛時計 ・ 寒暖計 ・ 懐中電灯 ・ 受注者加入電話の子機 ・ 消火器 改修用ﾄﾞﾚﾝ ・ ・ 主材料の製造所の仕様による ・ 設けない

・ 冷暖房機器 ・ ﾊﾟｿｺﾝ (ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続： ） (厚さ) ・ 設ける ・ P2Y ・ Y-2 ・ ・ 設ける

以上は各１ヶ ・ ・ 設けない ・ ・ 主材料の製造所の仕様による ・ 設けない
改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの種類及び厚さ

6　監理事務所 ・ 改修標準仕様書表3.3.37から表3.3.9による

規模、仕様 ・ 10㎡程度 ・ 既存建物利用 ・ ・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ

備品等 用途による区分 ・ 露出単層防水用 ・ 露出複層防水用

・ 机 ・ 椅子 ・ ｺﾞﾑ長靴 ・ 雨がっぱ ・ 保安帽 ・ 墜落制止用器具 ・ 更衣ﾛｯｶｰ ・ 非露出単層防水用 ・ 非露出複層防水用

以上は 人分 材料による区分 ・ R種

・ 書籍 ・ 白板 ・ 掛時計 ・ 寒暖計 ・ 懐中電灯 ・ 受注者加入電話の子機 ・ 消火器 厚さ ( ) mm以上

・ 冷暖房機器 ・ ﾊﾟｿｺﾝ (ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続： ）

以上は各１ヶ
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箇所

工程数及び各工程の使用量 保護層

工法 種別
施工
箇所

断熱材[G]
仕上塗料 高日射反

射率防水
の適用[G]

備考

種類 使用量

工法 種別

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰ
ﾄ製造所の仕
様

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰ
ﾄ製造所の仕
様

種別 施工箇所

施工
箇所

仕上げ塗料 高日射反
射率防水
の適用[G]

備考

種類 使用量

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰ
ﾄ製造所の仕
様

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰ
ﾄ製造所の仕
様

改修標準仕様書
3.5.2(3)(ｴ)(a)

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製
造所の仕様

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製
造所の仕様改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰ

ﾄ製造所の仕
様

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰ
ﾄ製造所の仕
様

図番検図 日付 建設工事名

図示

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝ
ｸﾞ類の製造所
の仕様 による

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝ
ｸﾞ類の製造所
の仕様 による

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝ
ｸﾞ類の製造所
の仕様 による

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝ
ｸﾞ類の製造所
の仕様 による

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝ
ｸﾞ類の製造所
の仕様 による

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝ
ｸﾞ類の製造所
の仕様 による

工法 種別
施工
箇所

断熱材[G]
仕上塗料 高日射反

射率防水
の適用[G]

備考

工法 種別
施工
箇所

断熱材[G]
仕上塗料 高日射反

射率防水
の適用[G]

備考

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰ
ﾄ製造所の仕
様

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰ
ﾄ製造所の仕
様

改修標準仕様書
3.5.2(3)(ｴ)(b)

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製
造所の仕様

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製
造所の仕様

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製
造所の仕様

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製
造所の仕様

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製
造所の仕様

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製
造所の仕様

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製
造所の仕様

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製
造所の仕様

図示

種類 使用量

種類 使用量

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製
造所の仕様

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製
造所の仕様



〇 9　シーリング (3.1.4)(3.7.2～8) 4-1章　外壁改修工事（コンクリート打放し仕上げ外壁改修） 4-3章　外壁改修工事（タイル張り仕上げ外壁改修） ・ ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙによるﾀｲﾙ（ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ）張り 

ｼｰﾘﾝｸﾞ改修工法の種類 1　ひび割れ部改修工法  (4.1.4)(4.2.4～8) 1　既存タイル張りの撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ塗りを行うｺﾝｸﾘｰﾄ素地面の処理 ・ 目荒し工法(改修標準仕様書4.3.10(3)による) ・

〇 ｼｰﾘﾝｸﾞ充填工法 ・ 樹脂注入工法(ひび割れ幅0．2以上～1．0mm以下の場合に適用) ・ 行う （ ・ 外壁ﾀｲﾙ張り全面 ・ 図示の範囲 ） ・ 行わない ﾀｲﾙ張りの工法 　　

・ ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法 撤去範囲 ・ 下地ﾓﾙﾀﾙまで ・ 張付ﾓﾙﾀﾙまで ・ ﾀｲﾙのみ 外装ﾀｲﾙ ・ 密着張り ・ 改良圧着張り ・

・ 拡幅ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法 ・ 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 0.2以上～1.0以下 ・ 200～300 ・ 130 ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ・ ﾏｽｸ張り ・ ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り

〇 ﾌﾞﾘｯｼﾞ工法 ・ ﾎﾞﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ張り ・ 手動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 0.2以上～0.3未満 ・  50～100 ・  40 ・ 撤去後の処置 ｼｰﾘﾝｸﾞ　改修特記仕様書３章　防水改修工事による

・ ｴｯｼﾞﾝｸﾞ材張り ・ 機械式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 0.3以上～0.5未満 ・ 100～200 ・  70 ・ ｢4-1.1ひび割れ部改修工法｣の後、｢4-3.3欠損部改修｣を行う。

0.5以上～1.0以下 ・ 150～250 ・ 130 ・ ・ ｢4-2.2ひび割れ部改修工法｣の後、｢4-3.3欠損部改修｣を行う。 ・ 有機系接着剤によるﾀｲﾙ（ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ）張り

ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種類、施工箇所 注入状況の確認方法 ・ ｺｱ抜取を行う ・ ﾓﾙﾀﾙ塗りを行うｺﾝｸﾘｰﾄ素地面の処理 ・ 目荒し工法(改修標準仕様書4.4.9(3)による) ・

下記以外は(表3.7.1)による 抜取り個数 ・ 長さ500mごと及びその端数につき１個 ・ ﾀｲﾙの形状、寸法 (4.4.5、8) ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種類

施工箇所 ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種類(記号) 抜取り部の補修方法 ・ 図示 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ・ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ ・

笠木と立上り取り合い部 MS-1 伸縮調整目地その他の目地 ・ 変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ ・

笠木継ぎ目 MS-1 ・ Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法(ひび割れ幅1.0mm超の場合に適用) ｼｰﾘﾝｸﾞのその他事項は、改修特記仕様書３章　防水改修工事による

・ ｼｰﾘﾝｸﾞ材 充填材料の種類 ・ 1成分形又は2成分形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 ・

仕上げを行わない施工箇所 ・ 図示による ｼｰﾘﾝｸﾞ材のうえにﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの充填(性能、試験方法は別表による) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 目地詰め ・ 行う ・ 行わない

シーリング材の目地寸法 ・ 改修標準仕様書3.7.3(1)による ・ 行う ・ 行わない ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ 図示による ｼｰﾘﾝｸﾞ材の試験は改修標準仕様書第3章 防水改修工事による 標準的な曲がりの役物は一体成形とする。 5　目地改修工法
目地寸法 ・ 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ・ 見本焼き ( 施工箇所 ) ・ 目地ひび割れ部改修工法　 (4.1.4)(4.4.16)

打継ぎ目地 ・ 幅　　㎜×深さ　　㎜以上・ ・ ｼｰﾙ工法(ひび割れ幅0.2mm未満の場合に適用) ・ 試験張り ( 範囲、仕様等は図示による ) ・ 伸縮調整目地改修工法
ひび割れ誘発目地・ 幅　　㎜×深さ　　㎜以上・ ・ ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ・ 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 伸縮調整目地の位置及び寸法 ・ 図示による
ｶﾞﾗｽ回り目地 ・ 幅　　㎜×深さ　　㎜以上・ 2　ひび割れ部改修工法 (4.1.4)(4.4.5、6) ｼｰﾘﾝｸﾞは、改修特記仕様書３章　防水改修工事による
その他の箇所 ・ 幅　　㎜×深さ　　㎜以上・ 2　欠損部改修工法 (4.1.4)(4.2.4、7) ・ 樹脂注入工法

目地位置 ・ 図示 ・ 鉄筋等の防錆処理 処理方法 ・ 図示

ｼｰﾘﾝｸﾞ材の試験 ・ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 ・ 充填工法 （ ・ ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ ・ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ） ・ 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 0.2以上～1.0以下 ・ 200～300 ・ 130 4-4章　外壁改修工事（塗り仕上げ外壁改修）
・ 手動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 0.2以上～0.3未満 ・  50～100 ・  40 ・ 1　既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整 (4.5.4)

10　とい (3.8.2、3)(表3.8.1) 4-2章　外壁改修工事（モルタル塗り仕上げ外壁改修) ・ 機械式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 0.3以上～0.5未満 ・ 100～200 ・  70
といその他の材種 1　既存モルタル塗りの撤去 0.5以上～1.0以下 ・ 150～250 ・ 130 ・ ・ ｻﾝﾀﾞｰ工法 ・ 既存仕上面全体 ・ 図示 ・ ひび割れ部改修工法

・ 配管用鋼管 ・ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ・ ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ ・ 行う ( ・ 全面 ・ 図示の範囲 ) ・ 行わない 注入状況の確認方法 ・ ｺｱ抜取を行う ・ ・ 高圧水洗工法 ・ 既存仕上面全体 ・ 図示 ・ 浮き部改修工法
・ 表面処理鋼板（表面及び裏面の塗膜の種類 ・ ） ・ ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 撤去後の処置 「4-1.1ひび割れ部改修工法」の後、「4-3.3欠損部改修」を行う。 抜取り個数 ・ 長さ500mごと及びその端数につき１個 ・ ・ 塗膜はく離剤工法 ・ 既存仕上面全体 ・ 図示 ・ 欠損部改修工法

とい受金物 抜取り部の補修方法 ・ 図示 ・ 水洗い工法 ・ ｻﾝﾀﾞｰ工法、高圧水洗工法、塗膜
材種 2　ひび割れ部改修工法 (4.1.4)(4.3.5～8) はく離剤工法の処理範囲以外の

・ 改修標準仕様書3.8.2による(溶融亜鉛めっきを行ったもの) ・ 既存モルタル塗りの撤去 範囲 ・ 図示 3　欠損部改修工法 (4.1.4)(4.4.5、7、8) 既存仕上面全面
・ 1か所当たりの張替え面積が0.25㎡を超える場合の工法 ・ 図示による ・ 図示

形状 ・樹脂注入工法

・ 市販品(とい径100以下) ・ ﾀｲﾙ部分張替え工法 2　下地調整塗材 (4.5.2)

・ 25×4.5以上(とい径100を超えるもの) ・ 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 0.2以上～1.0以下 ・ 200～300 ・ 130 接着剤の種類 　 下地調整 ・ 下地調整塗材 ・ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(性能、試験方法は別表による)
取付け間隔 ・ 手動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 0.2以上～0.3未満 ・  50～100 ・  40 ・ ・ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(性能、試験方法は別表による)

・ 改修標準仕様書3.8.2による ・ 機械式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 0.3以上～0.5未満 ・ 100～200 ・  70 ・ JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成ｼﾘｺｰﾝ樹脂系 　 3　仕上塗材仕上げ (4.1.5)(4.5.2)(表4.5.1)

・ 0.5以上～1.0以下 ・ 150～250 ・ 130 ・ ・ ﾀｲﾙ張替え工法 新規仕上塗材の種類

足金物 注入状況の確認方法 ・ ｺｱ抜取を行う ・ 張替え用材料
材種 抜取り個数 ・ 長さ500mごと及びその端数につき１個 ・ ・ 接着剤：JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成ｼﾘｺｰﾝ樹脂系 　 ・ 薄付け仕上塗材

・ 改修標準仕様書3.8.2による(溶融亜鉛めっきを行ったもの) 抜取り部の補修方法 ・ 図示 ・ 張付けﾓﾙﾀﾙ（ ・ 現場調合材料 ・ 既調合ﾓﾙﾀﾙ） 種類(呼び名) 仕上げの形状 工法 防火材料

・ ・ ・

形状 ・ Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法(ひび割れ幅1.0mm超の場合に適用) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 　　 ・ ・

・ 市販品 ・ ｼｰﾘﾝｸﾞ材 充填材料の種類 ・ 1成分形又は2成分形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 ・ ・ 改修標準仕様書表4.4.2による ・ 図示
・ ｼｰﾘﾝｸﾞ材のうえにﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの充填(性能、試験方法は別表による) ・ 厚付け仕上塗材

取付け間隔 ・ 行う ・ 行わない ・ 外装ﾀｲﾙ張り下地等の下地ﾓﾙﾀﾙ及び下地調整材塗りの接着力試験 種類(呼び名) 仕上げの形状 工法 上塗り 防火材料

・ 改修標準仕様書3.8.2による ・ 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ・ ・ 適用する ・

・ ・ ｼｰﾙ工法(ひび割れ幅0.2mm未満の場合に適用) ・ ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙによるﾀｲﾙ（ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ）張り ・ ・ 適用する ・

・ 多雪地域の適用 ・ ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ・ 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 下地ﾓﾙﾀﾙ塗りを行うｺﾝｸﾘｰﾄ素地面の処理
防露材のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量 ・ F☆☆☆☆ ・ 目荒らし工法（改修標準仕様書4.3.10による ・ ・ 複層仕上塗材

既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ・ 図示による 　種類(呼び名)  仕上げの形状 工法 上塗材の種類 耐候性 防火材料

鋼管製といの防露巻き ・ 改修標準仕様書表3.8.4による 3　欠損部改修工法 (4.1.4)(4.2.9、10) ﾀｲﾙ張りの工法 　　 ・ ・ ・ 樹脂 ・ 耐候形1種 ・

・鉄筋等の防錆処理 処理方法 ・ 図示 外装ﾀｲﾙ ・ 密着張り ・ 改良圧着張り ・ ｱｸﾘﾙ ・ 耐候形2種

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝの種類及び呼び ・ 充填工法 （ ・ ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ ・ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ） ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ・ ﾏｽｸ張り ・ ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り ・ ・ 耐候形3種

種類 呼び 施工箇所 ・ ﾓﾙﾀﾙ塗替え工法 ｼｰﾘﾝｸﾞ　改修特記仕様書３章　防水改修工事による 外観 ・

・ ろく屋根用たて形Ⅰ型 ・ ねじ込み式 ・ 80 ・ 100 ・ 125 ・ 150 ・ 現場調合材料(セメントは改修特記仕様書8-2 コンクリート工事による) ・ つやあり

・ ろく屋根用横形Ⅰ型 ・ ねじ込み式 ・ 80 ・ 100 ・ 125 ・ 150 ・ 既調合材料　( ) ・ 有機系接着剤によるﾀｲﾙ（ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ）張り ・ ﾒﾀﾘｯｸ

・ ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用 ・ ねじ込み式 ・ 50 ・ 80 ・ 100 既製目地材 ・ 使用する （ 形状 ・ 図示 ） ﾓﾙﾀﾙ塗りを行うｺﾝｸﾘｰﾄ素地面の処理 ・

・ 差し込み式 ・ 50 ・ 75 ・ 100 仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置 ・ 図示 ・ ・ 目荒らし工法（改修標準仕様書4.3.10(3))による ・ 溶媒

・ ﾊﾞﾙｺﾆｰ用 ・ ねじ込み式 ・ 50 ・ 80 ・ 100 ・ 水系

・ 差し込み式 ・ 50 ・ 75 ・ 100 4　浮き部改修工法 (4.1.4)(4.3.11～16) ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種類 ・

打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ・ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ ・
たてどい受金物の取付け ・ 図示による 伸縮調整目地その他の目地 ・ 変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ ・
ルーフドレンの取付け ・ 水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填する ｼｰﾘﾝｸﾞのその他事項は、改修特記仕様書３章　防水改修工事による

・ ・ 16 ・ 25 ・ 25 ・ 可とう形改修用仕上塗材

11　アルミニウム製笠木 (3.9.2、3) ・　 ・　 4　浮き部改修工法 (4.1.4)(4.4.5)(4.5.9～15) 　種類(呼び名)  仕上げの形状 工法 上塗材の種類 耐候性 防火材料

種類 ・ 押出形材形 （ ・ 押出250形 ・ 押出300形 ・ 押出350形 ・ 図示 ） ・ ・ 13 ・ 20 ・ 12 ・ 20 ・ 25 ・ ・ ・ 樹脂 ・ 耐候形1種 ・

・ 板材折曲げ形 （ ・ ｵｰﾌﾟﾝ形式 ・ ｼｰﾙ形式 ） ・　 ・　 ・　 ・　 ・　 ・ ・ 耐候形2種

本体幅 （ ） mm 板厚 （ ・ 2.0mm ・ mm ) ・ ・ 13 ・ 20 ・ 12 ・ 20 ・ 50 外観 ・ 耐候形3種

表面処理 種別 （ ・ ) ・　 ・　 ・　 ・　 ・　 ・ ・ 16 ・ 25 ・ 25 ・

色合等 ・ 標準色 ( ) ・ 特注色 ( ) ・ ・ 9 ・ 16 ・ 25 ・　 ・　 ・　 溶媒

・既存笠木等の撤去 範囲 ・ 図示 ・　 ・　 ・ ・ 13 ・ 20 ・ 12 ・ 20 ・ 25 ・

下地補修の工法 ・ 図示 ・ ・ ・ 9 ・ 16 ・ 9 ・ 16 ・ 25 ・　 ・　 ・　 ・　 ・　

板材折曲げ形の笠木の取付方法 ・ 図示 ・ ・　 ・　 ・　 ・　 ・ ・ 13 ・ 20 ・ 12 ・ 20 ・ 50

笠木の固定金具の工法等 ・ ・ 9 ・ 16 ・ 9 ・ 16 ・ 50 ・　 ・　 ・　 ・　 ・　

1章 適用区分による風圧力の ( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3 ） 倍の風圧力に対応した工法 ・　 ・　 ・　 ・　 ・　 ・ ・ 9 ・ 16 ・ 25 4　マスチック塗材塗り (4.1.5)(4.6.2)(表4.6.1)

・ 充填工法 ・　 ・　 ・　 改修標準仕様書4.6.2による

・ ﾓﾙﾀﾙ塗替え工法 ・ ・ 9 ・ 16 ・ 9 ・ 16 ・ 25

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの材質 ・　 ・　 ・　 ・　 ・　 5　外壁用塗膜防水塗り (4.1.5)(4.7.2、3)(表4.7.1)

4章　外壁改修工事（共通事項・材料） ・ ｽﾃﾝﾚｽ鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ・ ・ ・ 9 ・ 16 ・ 9 ・ 16 ・ 50 仕上げの形状 ・

1　施工数量調査 (1.6.2、3) 注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの材質 ・　 ・　 ・　 ・　 ・　 工法 ・

調査範囲　 ・ 外壁改修範囲　 ・ 図示の範囲 ・ ｽﾃﾝﾚｽ鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度 ・ ・ ・ 25 仕上塗材の耐候性 ・

調査内容（調査内容は壁面へ表示する） ・　 下地挙動緩衝材の適用 ・ 適用する ・ 適用しない

ひび割れ ひび割れの幅(0.2mm未満、0.2～0.3mm未満、0.3～0.5mm未満、 注入工法用材料 ・ ﾀｲﾙ部分張替え工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書４章　外壁改修工事（ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し仕上

0.5～1.0mm未満、1.0mm以上)及び長さ、ひび割れ部の挙動の有無、漏水 ・ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘ- ・ ﾀｲﾙ張替え工法 げ外壁改修）による

の有無、及び錆汁の流出の有無を調査する。 広がり速度 長さ変化量 引張接着性 曲げ性能 吸水性 耐久性 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの材質 ﾓﾙﾀﾙ面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、改修特記仕様書４章　外壁改修工事（ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上

浮き ﾓﾙﾀﾙ塗仕上げ及びﾀｲﾙ張り仕上げについては浮き部分、欠損部の形状、 (cm/s) (収縮) (材齢28日) (材齢28日) (72時間) (劣化曲げ強さ) ・ ｽﾃﾝﾚｽ鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ・ げ外壁改修）による

寸法等を調査する。 （％） (N/mm2) (N/mm2) （％） (N/mm2) 注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの材質 吹付け工法の模様材の種類 ・ ( 所要量 (kg/㎡) )

剥離・剥落 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面のはがれ及びはく落部を調査する。 3以上 3以下 0.5以上 5.0以上 15以下 5.0以上 ・ ｽﾃﾝﾚｽ鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度 ・ 外壁用仕上塗料の種類 ・ ( 所要量 (kg/㎡) )

塗り仕上げ ｺﾝｸﾘｰﾄまたはﾓﾙﾀﾙ表面のはがれ及びはく落部を調査する。 保水係数 0.35～0.55 既存塗膜の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書４章　外壁改修工事（塗り仕上げ外壁等改

また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。 粘調係数 0.50～1.00 ・ ﾀｲﾙ部分張替え工法 修）による

既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・ 図示 ・ 接着剤の種類 　

調査報告書の部数 ・ 1部 ・ 充填工法用材料 ・ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 　

報告書の内容　調査者(氏名、資格等)、調査日、調査結果一覧表、図面、写真等 ・ ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ ・ JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成ｼﾘｺｰﾝ樹脂系 　

・ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(性能、試験方法は別表による)

ﾓﾙﾀﾙ塗替え工法用材料 ・ ﾀｲﾙ張替え工法

・ 現場調合材料(ｾﾒﾝﾄは改修標準仕様書8-2 コンクリート工事による) 張替え用材料

・ 既調合材料 ( ) ・ 接着剤：JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成ｼﾘｺｰﾝ樹脂系 　

既製目地材 ・ 使用する （ 形状 ・ 図示 ） ・ 張付けﾓﾙﾀﾙ（ ・ 現場調合材料 ・ 既調合ﾓﾙﾀﾙ）

仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置 ・ 図示 ・

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 　　

位置 ・ 改修標準仕様書表4.5.1による ・ 図示

・ 外装ﾀｲﾙ張り下地等の下地ﾓﾙﾀﾙ及び下地調整材塗りの接着力試験

作図

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

一般部 指定部 一般部 指定部

有 無
標
準

特
注

・ ・ ・ ・ ・ ・

有 無
Ⅰ
類

Ⅱ
類

Ⅲ
類

施
釉

無
釉

図番
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　　　　　　　　静岡県中部看護専門学校講堂棟屋根防水改修工事
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検図 日付 建設工事名

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入工法

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂
注入ﾀｲﾙ固定方法

工法 処理範囲 下地面の補修

工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量(ml/m)

一般部 指定部 一般部 指定部

工法の種類
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数

(本/m2)
注入口の箇所数

(箇所/m2) 注入量
(ml/箇所)

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂
注入工法

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂
注入工法 工法の種類

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数
(本/m2)

注入口の箇所数
(箇所/m2)

工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量(ml/m)

注入量
(ml/箇所)

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ
注入工法 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂

注入工法注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂

注入工法注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ

注入工法注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入工法

工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量(ml/m)

・ ・ ・ ・ ・ ・

施工
箇所

種類
形状/
寸法
(mm)

再生材
の適用
[G]

吸水率に
よる区分

うわぐすり 役物 色
耐凍
害性

耐
滑
り
性

備考



授業並びに学校イベント等への支障となる作業（監督員との協議による）

指定部分６ 工事の規模（範囲）及び工期について

指定した部分がある場合

施 工 条 件 特 記 仕 様 書

明示事項 内容明示が必要な場合
適用
項目

明示項目

下記項目のうち適用項目○印該当欄は、当該工事に関する施工条件として明示するものである。

他の工事の開始又は完了の時期により、 影響を受ける部分

関連する工事内容

明示事項 内容

限される場合

立のものがある場合

協議成立見込時期

地下埋設物等の移設が予定されている場合

１
工
程
関
係

明示が必要な場合

関連工事との調整１

２

関係機関等との協議３

４

５

適用
項目

明示項目

影響を受ける工事内容

関連する工事の開始又は完了の時期

当該工事の関係機関等との協議に未成 制約を受ける内容

協議内容

関係機関、自治体等との協議の結果、

特定の条件が付され当該工事の工程に

影響がある場合

影響を受ける部分

影響を受ける内容

地下埋設物及び埋蔵文化

財の事前調査

工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化

財等の事前調査を必要とする場合

調査項目

調査期間

作業不能日数 休日日数以外の作業不能日数

当該工事の規模（範囲）

当該工事の工期

響がある場合

施工時期、施工時間及び施工方法が制

移設期間

施工時期、時間の制限 制限される施工内容

制限される施工時期・施工時間

制限される施工方法

１

７
建
設
副
産
物
関
係

１

２

３

８
工
事
支
障
物
件
等

地上、地下等における占用物件の有無

る場合

支障物件名 管理者名 支障物件の位置

支障物件の移設時期 工事方法 防護

支障物件名、管理者名等

地上、地下等の占用物件に係る工事期

間と重複して施工する場合

工事内容

工事期間

９
排
水
関
係

排水の工法、排水処理の方法及び排水

の放流先等を指定する場合

排水工法 排水処理の方法 放流先

予定される排水量 排水の水質基準 放流費用

排水工法、排水処理の方法等

施設の内容水替・流入防止施設が必要な場合

設置期間

薬液注入を行う場合 設計条件 施工工法 材料種類

施工範囲 削孔数量及び延長 注入量及び注入圧

周辺環境調査の内容
周辺環境に与える影響の調査が必要な

場合

11

　
薬
液
注
入
関
係

10

設計条件、施工工法等

工事支障物件協議１

排水処理１

水替・流入防止施設２

薬液注入１

１

及び占用物件等で工事支障物が存在す

　
そ
の
他

仮道路を設置する場合 仮設道路の仕様

安全施設等の設置期間

工事終了後の措置

仮道路２道
路
関
係

官有地等を使用させる場合

場所・範囲

使用条件

工事に伴う公害防止のため、施工方法、

建設機械・設備、作業時間等の指定が

必要な場合

２
用
地
関
係

３
公
害
関
係

仮用地等として官有地の

提供

公害防止

（騒音、振動、粉塵、排

出ガス等防止）

１

１

施工のための仮用地等として施工者に、

復旧方法

施工方法、建設機械・設備、作業時間

工事の施工に伴って発生する騒音、振

動、地盤沈下、地下水の枯渇等が予測

される場合

事前・事後調査の区分

調査時期

未然に防止するための必要な調査方法

未然に防止するための必要な調査範囲

電波障害等に起因する事業損失が懸念

される場合

事前・事後調査の区分

調査時期

未然に防止するための必要な調査方法

未然に防止するための必要な調査範囲

４
安
全
対
策
関
係

指定の内容

指定の期間

防護施設の内容

鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施

設と近接する工事において施工方法等

に制限がある場合

落石、雪崩、土砂崩落に対する防護施

設が必要な場合

配置時間

延べ人数

換気設備等の内容
有毒ガス及び酸素欠乏対策として、換

気設備が必要な場合

制限がある場合

使用中・使用後の処置内容
搬入、搬出路の使用中及び使用後の処

置が必要である場合

騒音、振動、地盤沈下、

地下水枯渇等の防止調査

電波障害等に起因する事

業損失防止調査

２

３

交通安全施設

近接施工

落石、雪崩、土砂崩落の

防護施設
３

１

２

４

有毒ガス及び酸素欠乏等

の対策
５

一般道の使用１

交通安全施設等を指定する場合

搬入経路、使用時間、使用時間帯等に

制限される施工方法

制限される作業時間帯

制限される工事用資機材の搬入経路

制限される使用期間

制限される使用時間帯

交通誘導警備員Ａ

8時～17時まで（8時間） 8時～17時まで（8時間）交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ａ

５
工
事
用

支給材料及び貸与品がある場合 品名・数量・品質

規格又は性能

引渡場所・引渡期間

近接協議に係る条件及び内容

架設工法を指定する場合 施工方法

施工条件

支給品及び貸与品

関連機関との近接協議

架設工法

２

３

工法の内容
新技術・新工法・特許工法を指定する

場合

部分使用を行う必要がある場合 部分使用箇所

部分使用時期

新技術・新工法・特許工法

部分使用

４

５

６
仮
設
関
係

引き継いで使用する場合

設計条件の内容 図示による。

なお、明示事項に変更が生じた場合は、監督員に報告し、協議するものとする。

時間・時期

当該工事の施工時期、全体工期等に影

７ 設備工事との調整 完成時の各種検査までに、別途設備工

事の試運転調整等を完了しなければ

ならない場合

試運転調整等の適正期間の確保 設備の試運転調整等を行ううえで、支障のない状態まで完了していること

振動、騒音が発生する作業

８月オープンキャンパスの時期、10月学園祭の時期、授業の時間8：45～16：30

交通誘導員の配置 交通誘導員の配置を指定する場合 ２人

仮設

（土留、足場等）

仮設を他の工事に引き渡す場合及び

仮設の設計条件を指定する場合

仮設の内容

仮設の期間

仮設の条件

６ 週休２日工事 積算条件

対象期間の協議時期

月単位の週休２日

契約後、速やかに協議する

検図 工事名作図 日付

 施工条件特記仕様書

図番

○

「建設機械に関する技術指針」（平成3年10月8日 建設省経機発第247号）に基づき、
指定された排出ガス対策型建設機械を使用すること。
「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和62年3.30建設省経機発第58号）に基
づき、建設機械を使用すること。

○

○

焼津市 都市政策部 公共建築課 令和８年５月 令和８年度　静岡県中部看護専門学校講堂棟屋根防水改修工事 A-05

建設発生土の搬出

建設副産物の利用

建設副産物及び建設廃棄

物の処理

建設発生土が発生する場合

現場内での再利用又は減量化が必要な

場合

建設副産物及び建設廃棄物が発生する

場合○

再資源化処理施設又は最終処分場を指

定する場合

受入場所及び仮置き場所までの距離 工事特記仕様書による。

処分又は保管条件 工事特記仕様書による。

現場内利用の内容

減量化の内容

処理方法、処理場所等の処理条件

受入場所、距離等の処理条件

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する

法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令等によるほか、建設副産

物適正処理推進要綱に従い適切に処理する。

建設廃棄物の種類 数量 処理等施設の名称
片道

運搬距離
受入条件等

○

○



中　庭中　庭中　庭中　庭中　庭中　庭中　庭
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駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場

駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場

駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場

（焼津市保健センター）（焼津市保健センター）（焼津市保健センター）（焼津市保健センター）（焼津市保健センター）（焼津市保健センター）（焼津市保健センター）

タイル貼りタイル貼りタイル貼りタイル貼りタイル貼りタイル貼りタイル貼り

タイル貼りタイル貼りタイル貼りタイル貼りタイル貼りタイル貼りタイル貼り
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校 舎 棟校 舎 棟校 舎 棟校 舎 棟校 舎 棟校 舎 棟校 舎 棟

講 堂 棟講 堂 棟講 堂 棟講 堂 棟講 堂 棟講 堂 棟講 堂 棟

　配　置　図　配　置　図　配　置　図　配　置　図　配　置　図　配　置　図　配　置　図

アスファルト舗装アスファルト舗装アスファルト舗装アスファルト舗装アスファルト舗装アスファルト舗装アスファルト舗装

【 凡 　 例 】【 凡 　 例 】【 凡 　 例 】【 凡 　 例 】【 凡 　 例 】【 凡 　 例 】【 凡 　 例 】

： 　 改 修 対 象 建 築 物 を 示 す： 　 改 修 対 象 建 築 物 を 示 す： 　 改 修 対 象 建 築 物 を 示 す： 　 改 修 対 象 建 築 物 を 示 す： 　 改 修 対 象 建 築 物 を 示 す： 　 改 修 対 象 建 築 物 を 示 す： 　 改 修 対 象 建 築 物 を 示 す

： 　 工 事 ヤ ー ド 等 を 示 す： 　 工 事 ヤ ー ド 等 を 示 す： 　 工 事 ヤ ー ド 等 を 示 す： 　 工 事 ヤ ー ド 等 を 示 す： 　 工 事 ヤ ー ド 等 を 示 す： 　 工 事 ヤ ー ド 等 を 示 す： 　 工 事 ヤ ー ド 等 を 示 す

工事ヤード等工事ヤード等工事ヤード等工事ヤード等工事ヤード等工事ヤード等工事ヤード等

工事車両を駐車する場合は、この範囲とする事工事車両を駐車する場合は、この範囲とする事工事車両を駐車する場合は、この範囲とする事工事車両を駐車する場合は、この範囲とする事工事車両を駐車する場合は、この範囲とする事工事車両を駐車する場合は、この範囲とする事工事車両を駐車する場合は、この範囲とする事

現場事務所、休憩所、資材を保管する場合はこの範囲とする事現場事務所、休憩所、資材を保管する場合はこの範囲とする事現場事務所、休憩所、資材を保管する場合はこの範囲とする事現場事務所、休憩所、資材を保管する場合はこの範囲とする事現場事務所、休憩所、資材を保管する場合はこの範囲とする事現場事務所、休憩所、資材を保管する場合はこの範囲とする事現場事務所、休憩所、資材を保管する場合はこの範囲とする事
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A型バリケード等で工事関係者が使用する範囲を区画する事A型バリケード等で工事関係者が使用する範囲を区画する事A型バリケード等で工事関係者が使用する範囲を区画する事A型バリケード等で工事関係者が使用する範囲を区画する事A型バリケード等で工事関係者が使用する範囲を区画する事A型バリケード等で工事関係者が使用する範囲を区画する事A型バリケード等で工事関係者が使用する範囲を区画する事
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A3　1：500A3　1：500A3　1：500A3　1：500A3　1：500A3　1：500A3　1：500

担　当　者担　当　者担　当　者担　当　者担　当　者担　当　者担　当　者 工 事  名  称工 事  名  称工 事  名  称工 事  名  称工 事  名  称工 事  名  称工 事  名  称 図 面  名  称図 面  名  称図 面  名  称図 面  名  称図 面  名  称図 面  名  称図 面  名  称 図　番図　番図　番図　番図　番図　番図　番

配置図配置図配置図配置図配置図配置図配置図
〒425-8502　焼津市本町2丁目16番32号〒425-8502　焼津市本町2丁目16番32号〒425-8502　焼津市本町2丁目16番32号〒425-8502　焼津市本町2丁目16番32号〒425-8502　焼津市本町2丁目16番32号〒425-8502　焼津市本町2丁目16番32号〒425-8502　焼津市本町2丁目16番32号

整理Ｎｏ.整理Ｎｏ.整理Ｎｏ.整理Ｎｏ.整理Ｎｏ.整理Ｎｏ.整理Ｎｏ.
焼津市　都市政策部　公共建築課焼津市　都市政策部　公共建築課焼津市　都市政策部　公共建築課焼津市　都市政策部　公共建築課焼津市　都市政策部　公共建築課焼津市　都市政策部　公共建築課焼津市　都市政策部　公共建築課 令和８年度　静岡県中部看護専門学校令和８年度　静岡県中部看護専門学校令和８年度　静岡県中部看護専門学校令和８年度　静岡県中部看護専門学校令和８年度　静岡県中部看護専門学校令和８年度　静岡県中部看護専門学校令和８年度　静岡県中部看護専門学校

講堂棟屋根防水改修工事講堂棟屋根防水改修工事講堂棟屋根防水改修工事講堂棟屋根防水改修工事講堂棟屋根防水改修工事講堂棟屋根防水改修工事講堂棟屋根防水改修工事

くさび緊結式足場くさび緊結式足場くさび緊結式足場くさび緊結式足場くさび緊結式足場くさび緊結式足場くさび緊結式足場 （手すり先行方式）（手すり先行方式）（手すり先行方式）（手すり先行方式）（手すり先行方式）（手すり先行方式）（手すり先行方式）

（最上部安全手摺共）（最上部安全手摺共）（最上部安全手摺共）（最上部安全手摺共）（最上部安全手摺共）（最上部安全手摺共）（最上部安全手摺共）

昇降足場昇降足場昇降足場昇降足場昇降足場昇降足場昇降足場

仮設資材運搬仮設資材運搬仮設資材運搬仮設資材運搬仮設資材運搬仮設資材運搬仮設資材運搬

Ａ－06Ａ－06Ａ－06Ａ－06Ａ－06Ａ－06Ａ－06

フェンスバリケード、親綱支柱共）フェンスバリケード、親綱支柱共）フェンスバリケード、親綱支柱共）フェンスバリケード、親綱支柱共）フェンスバリケード、親綱支柱共）フェンスバリケード、親綱支柱共）フェンスバリケード、親綱支柱共）

養生（防水改修）・・・482㎡養生（防水改修）・・・482㎡養生（防水改修）・・・482㎡養生（防水改修）・・・482㎡養生（防水改修）・・・482㎡養生（防水改修）・・・482㎡養生（防水改修）・・・482㎡

整理清掃後片付け（防水改修）・・・482㎡整理清掃後片付け（防水改修）・・・482㎡整理清掃後片付け（防水改修）・・・482㎡整理清掃後片付け（防水改修）・・・482㎡整理清掃後片付け（防水改修）・・・482㎡整理清掃後片付け（防水改修）・・・482㎡整理清掃後片付け（防水改修）・・・482㎡

（くさび緊結式足場、メッシュシート（くさび緊結式足場、メッシュシート（くさび緊結式足場、メッシュシート（くさび緊結式足場、メッシュシート（くさび緊結式足場、メッシュシート（くさび緊結式足場、メッシュシート（くさび緊結式足場、メッシュシート

直接仮設工事（参考数量）直接仮設工事（参考数量）直接仮設工事（参考数量）直接仮設工事（参考数量）直接仮設工事（参考数量）直接仮設工事（参考数量）直接仮設工事（参考数量）

令和８年５月令和８年５月令和８年５月令和８年５月令和８年５月令和８年５月令和８年５月

建枠900×1800　20ｍ未満　3か月・・・39.6㎡建枠900×1800　20ｍ未満　3か月・・・39.6㎡建枠900×1800　20ｍ未満　3か月・・・39.6㎡建枠900×1800　20ｍ未満　3か月・・・39.6㎡建枠900×1800　20ｍ未満　3か月・・・39.6㎡建枠900×1800　20ｍ未満　3か月・・・39.6㎡建枠900×1800　20ｍ未満　3か月・・・39.6㎡

災害防止災害防止災害防止災害防止災害防止災害防止災害防止
メッシュシート　防炎Ⅰ類　80日・・・49.7㎡メッシュシート　防炎Ⅰ類　80日・・・49.7㎡メッシュシート　防炎Ⅰ類　80日・・・49.7㎡メッシュシート　防炎Ⅰ類　80日・・・49.7㎡メッシュシート　防炎Ⅰ類　80日・・・49.7㎡メッシュシート　防炎Ⅰ類　80日・・・49.7㎡メッシュシート　防炎Ⅰ類　80日・・・49.7㎡
フェンスバリケード　H1.8　　　・・・5.4ｍフェンスバリケード　H1.8　　　・・・5.4ｍフェンスバリケード　H1.8　　　・・・5.4ｍフェンスバリケード　H1.8　　　・・・5.4ｍフェンスバリケード　H1.8　　　・・・5.4ｍフェンスバリケード　H1.8　　　・・・5.4ｍフェンスバリケード　H1.8　　　・・・5.4ｍ
落下防止用親綱　支柱共　　　　・・・91.4ｍ落下防止用親綱　支柱共　　　　・・・91.4ｍ落下防止用親綱　支柱共　　　　・・・91.4ｍ落下防止用親綱　支柱共　　　　・・・91.4ｍ落下防止用親綱　支柱共　　　　・・・91.4ｍ落下防止用親綱　支柱共　　　　・・・91.4ｍ落下防止用親綱　支柱共　　　　・・・91.4ｍ
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講堂棟屋根防水改修工事講堂棟屋根防水改修工事講堂棟屋根防水改修工事講堂棟屋根防水改修工事講堂棟屋根防水改修工事講堂棟屋根防水改修工事講堂棟屋根防水改修工事
R階平面図R階平面図R階平面図R階平面図R階平面図R階平面図R階平面図
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鋼製点検ハッチ　φ600鋼製点検ハッチ　φ600鋼製点検ハッチ　φ600鋼製点検ハッチ　φ600鋼製点検ハッチ　φ600鋼製点検ハッチ　φ600鋼製点検ハッチ　φ600

既存　鋼製ドレン　φ100既存　鋼製ドレン　φ100既存　鋼製ドレン　φ100既存　鋼製ドレン　φ100既存　鋼製ドレン　φ100既存　鋼製ドレン　φ100既存　鋼製ドレン　φ100

R階　平面図R階　平面図R階　平面図R階　平面図R階　平面図R階　平面図R階　平面図

平場部分平場部分平場部分平場部分平場部分平場部分平場部分

　　　　既存ドレン撤去のうえ、改修用ドレン新設、脱気筒新設　　　　　既存ドレン撤去のうえ、改修用ドレン新設、脱気筒新設　　　　　既存ドレン撤去のうえ、改修用ドレン新設、脱気筒新設　　　　　既存ドレン撤去のうえ、改修用ドレン新設、脱気筒新設　　　　　既存ドレン撤去のうえ、改修用ドレン新設、脱気筒新設　　　　　既存ドレン撤去のうえ、改修用ドレン新設、脱気筒新設　　　　　既存ドレン撤去のうえ、改修用ドレン新設、脱気筒新設　

Ａ－07Ａ－07Ａ－07Ａ－07Ａ－07Ａ－07Ａ－07

　　　　既存防水層膨れ部撤去　4か所　5㎡程度　　　　既存防水層膨れ部撤去　4か所　5㎡程度　　　　既存防水層膨れ部撤去　4か所　5㎡程度　　　　既存防水層膨れ部撤去　4か所　5㎡程度　　　　既存防水層膨れ部撤去　4か所　5㎡程度　　　　既存防水層膨れ部撤去　4か所　5㎡程度　　　　既存防水層膨れ部撤去　4か所　5㎡程度

【現況】塩ビシート　厚1.5　既存非撤去　※建設当初の塩ビシートの上にカバー工法で改修されている【現況】塩ビシート　厚1.5　既存非撤去　※建設当初の塩ビシートの上にカバー工法で改修されている【現況】塩ビシート　厚1.5　既存非撤去　※建設当初の塩ビシートの上にカバー工法で改修されている【現況】塩ビシート　厚1.5　既存非撤去　※建設当初の塩ビシートの上にカバー工法で改修されている【現況】塩ビシート　厚1.5　既存非撤去　※建設当初の塩ビシートの上にカバー工法で改修されている【現況】塩ビシート　厚1.5　既存非撤去　※建設当初の塩ビシートの上にカバー工法で改修されている【現況】塩ビシート　厚1.5　既存非撤去　※建設当初の塩ビシートの上にカバー工法で改修されている

【改修】水洗い、下地調整、不陸部処理の上、塩ビシート防水　厚1.5　新設　カバー工法　S-M2【改修】水洗い、下地調整、不陸部処理の上、塩ビシート防水　厚1.5　新設　カバー工法　S-M2【改修】水洗い、下地調整、不陸部処理の上、塩ビシート防水　厚1.5　新設　カバー工法　S-M2【改修】水洗い、下地調整、不陸部処理の上、塩ビシート防水　厚1.5　新設　カバー工法　S-M2【改修】水洗い、下地調整、不陸部処理の上、塩ビシート防水　厚1.5　新設　カバー工法　S-M2【改修】水洗い、下地調整、不陸部処理の上、塩ビシート防水　厚1.5　新設　カバー工法　S-M2【改修】水洗い、下地調整、不陸部処理の上、塩ビシート防水　厚1.5　新設　カバー工法　S-M2

令和8年5月令和8年5月令和8年5月令和8年5月令和8年5月令和8年5月令和8年5月



点検ﾊｯﾁ立上り：モルタル仕上点検ﾊｯﾁ立上り：モルタル仕上点検ﾊｯﾁ立上り：モルタル仕上点検ﾊｯﾁ立上り：モルタル仕上点検ﾊｯﾁ立上り：モルタル仕上点検ﾊｯﾁ立上り：モルタル仕上点検ﾊｯﾁ立上り：モルタル仕上

鋼製点検ﾊｯﾁ　φ600鋼製点検ﾊｯﾁ　φ600鋼製点検ﾊｯﾁ　φ600鋼製点検ﾊｯﾁ　φ600鋼製点検ﾊｯﾁ　φ600鋼製点検ﾊｯﾁ　φ600鋼製点検ﾊｯﾁ　φ600
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部分詳細図部分詳細図部分詳細図部分詳細図部分詳細図部分詳細図部分詳細図
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改修前改修前改修前改修前改修前改修前改修前
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改修後改修後改修後改修後改修後改修後改修後

端末ｼｰﾘﾝｸﾞ：撤去・処分端末ｼｰﾘﾝｸﾞ：撤去・処分端末ｼｰﾘﾝｸﾞ：撤去・処分端末ｼｰﾘﾝｸﾞ：撤去・処分端末ｼｰﾘﾝｸﾞ：撤去・処分端末ｼｰﾘﾝｸﾞ：撤去・処分端末ｼｰﾘﾝｸﾞ：撤去・処分

立上り：塩ビシート　厚1.5　撤去・処分立上り：塩ビシート　厚1.5　撤去・処分立上り：塩ビシート　厚1.5　撤去・処分立上り：塩ビシート　厚1.5　撤去・処分立上り：塩ビシート　厚1.5　撤去・処分立上り：塩ビシート　厚1.5　撤去・処分立上り：塩ビシート　厚1.5　撤去・処分

B－B´断面B－B´断面B－B´断面B－B´断面B－B´断面B－B´断面B－B´断面

点検ﾊｯﾁ点検ﾊｯﾁ点検ﾊｯﾁ点検ﾊｯﾁ点検ﾊｯﾁ点検ﾊｯﾁ点検ﾊｯﾁ

改修前改修前改修前改修前改修前改修前改修前

2 0 0

塗膜防水重ね幅塗膜防水重ね幅塗膜防水重ね幅塗膜防水重ね幅塗膜防水重ね幅塗膜防水重ね幅塗膜防水重ね幅

笠木部分笠木部分笠木部分笠木部分笠木部分笠木部分笠木部分
立上り部分立上り部分立上り部分立上り部分立上り部分立上り部分立上り部分
【現況】塩ビシート防水　厚1.5　撤去・処分【現況】塩ビシート防水　厚1.5　撤去・処分【現況】塩ビシート防水　厚1.5　撤去・処分【現況】塩ビシート防水　厚1.5　撤去・処分【現況】塩ビシート防水　厚1.5　撤去・処分【現況】塩ビシート防水　厚1.5　撤去・処分【現況】塩ビシート防水　厚1.5　撤去・処分

端末処理：シーリング、アルミ製水切り、押え金物　撤去・処分端末処理：シーリング、アルミ製水切り、押え金物　撤去・処分端末処理：シーリング、アルミ製水切り、押え金物　撤去・処分端末処理：シーリング、アルミ製水切り、押え金物　撤去・処分端末処理：シーリング、アルミ製水切り、押え金物　撤去・処分端末処理：シーリング、アルミ製水切り、押え金物　撤去・処分端末処理：シーリング、アルミ製水切り、押え金物　撤去・処分

笠木と立上り取り合い部：シーリング　変成シリコン　20×20笠木と立上り取り合い部：シーリング　変成シリコン　20×20笠木と立上り取り合い部：シーリング　変成シリコン　20×20笠木と立上り取り合い部：シーリング　変成シリコン　20×20笠木と立上り取り合い部：シーリング　変成シリコン　20×20笠木と立上り取り合い部：シーリング　変成シリコン　20×20笠木と立上り取り合い部：シーリング　変成シリコン　20×20

A－A´断面A－A´断面A－A´断面A－A´断面A－A´断面A－A´断面A－A´断面

2 0 0

ブリッジシーリング施工範囲を示すブリッジシーリング施工範囲を示すブリッジシーリング施工範囲を示すブリッジシーリング施工範囲を示すブリッジシーリング施工範囲を示すブリッジシーリング施工範囲を示すブリッジシーリング施工範囲を示す

塗膜防水　X-2施工範囲範囲を示す塗膜防水　X-2施工範囲範囲を示す塗膜防水　X-2施工範囲範囲を示す塗膜防水　X-2施工範囲範囲を示す塗膜防水　X-2施工範囲範囲を示す塗膜防水　X-2施工範囲範囲を示す塗膜防水　X-2施工範囲範囲を示す

笠木と立上り取り合い部を示す笠木と立上り取り合い部を示す笠木と立上り取り合い部を示す笠木と立上り取り合い部を示す笠木と立上り取り合い部を示す笠木と立上り取り合い部を示す笠木と立上り取り合い部を示す

点検ﾊｯﾁ立上り：モルタル仕上げ点検ﾊｯﾁ立上り：モルタル仕上げ点検ﾊｯﾁ立上り：モルタル仕上げ点検ﾊｯﾁ立上り：モルタル仕上げ点検ﾊｯﾁ立上り：モルタル仕上げ点検ﾊｯﾁ立上り：モルタル仕上げ点検ﾊｯﾁ立上り：モルタル仕上げ

ｱﾙﾐ水切金物：撤去・処分ｱﾙﾐ水切金物：撤去・処分ｱﾙﾐ水切金物：撤去・処分ｱﾙﾐ水切金物：撤去・処分ｱﾙﾐ水切金物：撤去・処分ｱﾙﾐ水切金物：撤去・処分ｱﾙﾐ水切金物：撤去・処分

2 0 0

塗膜防水重ね幅塗膜防水重ね幅塗膜防水重ね幅塗膜防水重ね幅塗膜防水重ね幅塗膜防水重ね幅塗膜防水重ね幅

改修後改修後改修後改修後改修後改修後改修後

鋼製点検ﾊｯﾁ　一時撤去・再取付鋼製点検ﾊｯﾁ　一時撤去・再取付鋼製点検ﾊｯﾁ　一時撤去・再取付鋼製点検ﾊｯﾁ　一時撤去・再取付鋼製点検ﾊｯﾁ　一時撤去・再取付鋼製点検ﾊｯﾁ　一時撤去・再取付鋼製点検ﾊｯﾁ　一時撤去・再取付

Ａ－08Ａ－08Ａ－08Ａ－08Ａ－08Ａ－08Ａ－08

ノンブリードタイプノンブリードタイプノンブリードタイプノンブリードタイプノンブリードタイプノンブリードタイプノンブリードタイプ

塗膜防水　X-2　水切りテープ新設塗膜防水　X-2　水切りテープ新設塗膜防水　X-2　水切りテープ新設塗膜防水　X-2　水切りテープ新設塗膜防水　X-2　水切りテープ新設塗膜防水　X-2　水切りテープ新設塗膜防水　X-2　水切りテープ新設
オルタックアゴテープ同等品オルタックアゴテープ同等品オルタックアゴテープ同等品オルタックアゴテープ同等品オルタックアゴテープ同等品オルタックアゴテープ同等品オルタックアゴテープ同等品

ノンブリードタイプ　54箇所ノンブリードタイプ　54箇所ノンブリードタイプ　54箇所ノンブリードタイプ　54箇所ノンブリードタイプ　54箇所ノンブリードタイプ　54箇所ノンブリードタイプ　54箇所
笠木継ぎ目：ブリッジシーリング　変成シリコンW34×L280　ｔ5笠木継ぎ目：ブリッジシーリング　変成シリコンW34×L280　ｔ5笠木継ぎ目：ブリッジシーリング　変成シリコンW34×L280　ｔ5笠木継ぎ目：ブリッジシーリング　変成シリコンW34×L280　ｔ5笠木継ぎ目：ブリッジシーリング　変成シリコンW34×L280　ｔ5笠木継ぎ目：ブリッジシーリング　変成シリコンW34×L280　ｔ5笠木継ぎ目：ブリッジシーリング　変成シリコンW34×L280　ｔ5

【改修】下地調整の上、塗膜防水　X-2【改修】下地調整の上、塗膜防水　X-2【改修】下地調整の上、塗膜防水　X-2【改修】下地調整の上、塗膜防水　X-2【改修】下地調整の上、塗膜防水　X-2【改修】下地調整の上、塗膜防水　X-2【改修】下地調整の上、塗膜防水　X-2

【現況】アルミ製笠木　　既存のまま　ブリッジシーリング撤去・処分【現況】アルミ製笠木　　既存のまま　ブリッジシーリング撤去・処分【現況】アルミ製笠木　　既存のまま　ブリッジシーリング撤去・処分【現況】アルミ製笠木　　既存のまま　ブリッジシーリング撤去・処分【現況】アルミ製笠木　　既存のまま　ブリッジシーリング撤去・処分【現況】アルミ製笠木　　既存のまま　ブリッジシーリング撤去・処分【現況】アルミ製笠木　　既存のまま　ブリッジシーリング撤去・処分

【改修】下地調整のうえ、塗膜防水　X-2【改修】下地調整のうえ、塗膜防水　X-2【改修】下地調整のうえ、塗膜防水　X-2【改修】下地調整のうえ、塗膜防水　X-2【改修】下地調整のうえ、塗膜防水　X-2【改修】下地調整のうえ、塗膜防水　X-2【改修】下地調整のうえ、塗膜防水　X-2

点検ﾊｯﾁパラペット：下地調整の上、点検ﾊｯﾁパラペット：下地調整の上、点検ﾊｯﾁパラペット：下地調整の上、点検ﾊｯﾁパラペット：下地調整の上、点検ﾊｯﾁパラペット：下地調整の上、点検ﾊｯﾁパラペット：下地調整の上、点検ﾊｯﾁパラペット：下地調整の上、

立上り：下地調整の上、塗膜防水　X-2　立上り：下地調整の上、塗膜防水　X-2　立上り：下地調整の上、塗膜防水　X-2　立上り：下地調整の上、塗膜防水　X-2　立上り：下地調整の上、塗膜防水　X-2　立上り：下地調整の上、塗膜防水　X-2　立上り：下地調整の上、塗膜防水　X-2　

令和8年5月令和8年5月令和8年5月令和8年5月令和8年5月令和8年5月令和8年5月



焼　津　市

令 和 ８ 年 度 審査 設計

設　　計　　書

事　業　区　分 組合単独費
設　計　日 令和８年５月

工　　　期 令和８年11月

工　事　名　称 令和８年度　静岡県中部看護専門学校講堂棟屋根防水改修工事

工　事　場　所 焼津市　東小川１丁目　地内

工　　事　　費
（ ）

施　工　理　由 経年劣化による防水改修工事

〈　工　事　概　要　〉



焼　津　市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接工事費      

建築工事        
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   

式



焼　津　市

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
建築工事        

1   
式

計



焼　津　市

建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
講堂棟          

1   
式

計



焼　津　市

建築工事　科目別内訳 4

講堂棟

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

防水            
1   

式
発生材処理      

1   
式

計



焼　津　市

建築工事　中科目別内訳 5

講堂棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

計

防水            撤去            
1   

式
防水            改修            

1   
式

計

発生材処理      運搬            
1   

式
発生材処理      処分            

1   
式

計



焼　津　市

建築工事　細目別内訳 6

講堂棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
養生            

1   
式

整理清掃後片付け
1   

式
外部足場        

1   
式

災害防止        
1   

式
仮設材運搬      

1   
式

計



焼　津　市

建築工事　細目別内訳 7

講堂棟 防水 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
既存防水層撤去  立上                            

ｼｰﾄ防水                         74.6 
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      笠木継ぎ目ﾌﾞﾘｯｼﾞｼｰﾘﾝｸﾞ共        
94.6 

ｍ
端末金物撤去    

94.6 
ｍ

既存防水層撤去  平場　不陸部                    
ｼｰﾄ防水　4か所　5㎡程度         1   

式
鋼製点検ハッチ  φ600                           
一時撤去・再取付 1   

式
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去     鋳鉄縦型100φ　ｼｰﾄ防水用        

6   
か所

計



焼　津　市

建築工事　細目別内訳 8

講堂棟 防水 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
水洗い          高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa            

482   
㎡

ｼｰﾄ防水         平場                            
S-M2　ｶﾊﾞｰ工法                  482   
下地調整　不陸部処理共          ㎡

脱気筒          
8   

か所
塗膜防水        立上部分　笠木部分              

X-2　下地調整                   111   
㎡

笠木立上取合い  変成ｼﾘｺﾝ　20×20                
ｼｰﾘﾝｸﾞ          ﾉﾝﾌﾞﾘｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ                    91.4 

ｍ
笠木継ぎ目ﾌﾞﾘｯｼﾞ 変成ｼﾘｺﾝ　Ｗ35×Ｌ280　ｔ5      
ｼｰﾘﾝｸﾞ          ﾉﾝﾌﾞﾘｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ                    54   

か所
塗膜防水        点検ハッチ立上部分              

X-2　下地調整                   1.2 
㎡

塗膜防水        点検ハッチﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部分           
X-2　下地調整                   1.5 

㎡
水切ﾃｰﾌﾟ        ｵﾂﾀｯｸｱｺﾞﾃｰﾌﾟ同等品              

4.6 
ｍ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         100φ                           
6   

か所
計



焼　津　市

建築工事　細目別内訳 9

講堂棟 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材積込運搬  廃プラ                          

1   
式

発生材積込運搬  金属                            
1   

式
発生材積込運搬  ガレキ                          

1   
式

計



焼　津　市

建築工事　細目別内訳 10

講堂棟 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材処分      廃プラ                          

1   
式

発生材処分      金属                            
1   

式
発生材処分      ガレキ                          

1   
式

計



焼　津　市

共通仮設費(積上)　明細 11

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
交通誘導警備員  2日                             

1   
式

楊重機械器具    4.9ｔ　オペレーター付き　2日    
1   

式
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査  定性分析　1検体                 

1   
式

ｱﾝｶｰ引抜試験    3本/1箇所                       
1   

式
計



住　所

商　号

氏　名

１  指名通知日

２  建設工事名

３  建設工事箇所

４  工事費内訳

（内　訳） （金　額）

1 直接仮設 円 共通仮設費   計 円

2 防水 円 純工事費     計 円

3 発生材処理 円

4 円 現場管理費 円

5 円 工事原価     計 円

6 円

7 円 一般管理費 円

8 円 工事価格     計 円

9 円

10 円 現場管理費のうち

11 円 法定福利費の事業主負担額 円

12 円 建退共制度の掛金 円

13 円

14 円 工事原価のうち

15 円 安全衛生経費 円

16 円

17 円

直接工事費   計 円

直接工事費のうち

材料費　一式 円

労務費　一式 円

※入札書の金額と工事費内訳書の工事価格は同一の金額を記載してください。

※誤記入・記入漏れ等がないようにしてください。著しい不備は無効となる場合があります。

焼津市　東小川１丁目　地内

     年   月   日

工  事  費  内  訳  書

令和8年4月30日

令和８年度　静岡県中部看護専門学校講堂棟屋根防水改修工事



住　所 焼津市○○○○○○

商　号 （株）○○○○○

氏　名 代表取締役　○○○○

１  指名通知日

２  建設工事名

３  建設工事箇所

４  工事費内訳

（内　訳） （金　額）

1 土工 円 共通仮設費   計 円

2 水路工 円 純工事費     計 円

3 縁石工 円

4 集水桝工 円 現場管理費 円

5 舗装工 円 工事原価     計 円

6 安全施設工 円

7 路盤工 円 一般管理費 円

8 区画線工 円 工事価格     計 円

9 雑工 円

10 円 現場管理費のうち

11 円 法定福利費の事業主負担額 円

12 円 建退共制度の掛金 円

13 円

14 円 工事原価のうち

15 円 安全衛生経費 円

16 円

17 円

直接工事費   計 円

直接工事費のうち

材料費　一式 円

労務費　一式 円

※内訳欄には、適宜該当する工種を記載してください。

※入札書の金額と工事費内訳書の工事価格は同一の金額を記載してください。

※誤記入・記入漏れ等がないようにしてください。著しい不備は無効となる場合があります。

工  事  費  内  訳  書

　　○○年○○月○○日

    ○○年○○月○○日

　　○○年度　○○○○○○○○工事

焼津市○○地内



※以下の事例に該当する内訳書は、無効とし、入札も無効となるので十分注意してください。

内　　容 例　　示

○内訳書の住所、商号が入札書の住所、商号と著しく異なる場合

※軽微な誤字、脱字がある場合は除く

※他社の商号などがある場合は談合の疑義ありとして取り扱う

○内訳書の案件名が入札書の案件名と著しく異なる場合
※誤字、脱字等の軽微な不備の場合は除く

3
内訳書の工事(業務)価格が入札
金額と端数処理の範囲を超えて
大幅に異なる場合

○内訳書の工事(業務)価格が端数処理の範囲（千円以下の端数切
りの範囲）を超えて入札金額と著しく異なる場合

○単抜き設計書の項目と不一致の場合

○項目を省略し、一式表示している場合

※一式表示がやむを得ないと認められる場合は入札公告等で通知
する。

5 指定する内訳書と異なる場合 ○入札公告等で指定する内訳書が示す記載事項の記載がない場合

○内訳書の中に計算間違いがある場合
※合計の不一致が端数処理程度の場合を除く

○商号の全部又は一部の記載がないことにより、入札書と同一性
が判断できない場合

○案件名の全部又は一部の記載がないことにより、入札書と同一
性が判断できない場合

○内訳項目や金額等の全部又は一部の記載がないことにより、入
札書と同一性が判断できない場合

8
内訳書とは無関係な書類である
場合

○提出された書類が内訳書以外の書類等の場合

9 他の案件の内訳書である場合 ○提出された内訳書が別案件の場合

10 白紙である場合 ○提出された書類が白紙の場合

○内訳書が全く提出されていない場合

○内訳書の一部分が欠落している場合

○内訳書が数枚にわたる場合等で全てが提出されない場合

12 内訳書が特定できない場合 ○複数の内訳書の提出があり、特定できない場合

○内訳書のファイルが破損等により内容が確認できない場合
（上記の場合で入札者の責に帰さない場合で内訳書の再提出を
　求めたが提出のない場合を含む）

13
内訳書が電子データの場合で破
損等により内容が確認できない
場合

6
内訳書の各内訳金額に誤り等が
あり、内訳書の合計金額と一致
しない場合

7

内訳書の重要な項目（商号、案
件名、内訳項目及び金額等）の
全部又は一部の記載がなく、入
札書と同一性が判別できない場
合

11
内訳書の全部又は一部が提出さ
れていない場合

1
住所、商号に不備があり、入札
書と同一性が判別できない場合

2
案件名に不備があり、入札書と
同一性が判別できない場合

4
記載すべき内訳項目が過不足し
ている場合



入 　　　 札 　　　 書

１　入札番号 第25号

２　件　 　名

３　履行場所 焼津市東小川1丁目地内
組合立静岡県中部看護専門学校

　　上記の件について、志太広域事務組合競争契約入札心得を承諾の上、下記の金額
　で請負いたいので、申し込みます。

拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

入札金額

（消費税抜）

令和   　　年　　　月　　　日

発注者 志太広域事務組合

管理者　焼津市長　中野　弘道 様

住　所

入札者 商　号

氏　名 印

令和８年度　静岡県中部看護専門学校講堂棟屋根防水改修工事



 １ 入札書は、入札１件ごと１枚用意してください。
 ２ 入札書には、入札番号、件名、入札金額、入札日、入札者の住所・商号・代表者の職氏名を必
ず明記し、社印・代表者印を押印してください。

入 　　　 札 　　　 書

１　入札番号 第　○○　号

２　件　　 名 ○○○○○○○○○

３　履行場所 ○○○○○○○○

　　上記の件について、志太広域事務組合競争契約入札心得を承諾の上、下記の金額
　で請負いたいので、申し込みます。

拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

入札金額 ￥ 1 2 3 0 0 0
（消費税抜）

令和○○年○○月○○日

発注者 志太広域事務組合

管理者　焼津市長　中野　弘道 様

住　所 ○○○○○○○○○○

入札者 商　号 ○○○○○○○○○○

氏　名 ○○　○○○○ 印

入札金額は消費税額を除いた
金額を記入。
「￥」マークも記入する。

入札(開札)日を記入する。

会社名・代表者の職名及び
氏名は必ず明記し、社印・代
表者印をする。

記載例



郵便入札での注意事項

一般書留、簡易書留又は持参のみ有効です。
普通郵便やレターパック等での提出は無効となります。

㊞ ㊞㊞

志太広域事務組合管理者 宛
入札番号 第〇〇号
○年度 〇〇〇業務委託

株式会社 〇〇〇
入札書在中 代表取締役 〇〇

入札書及び内訳書（必要な場合のみ）を入れる内封筒と、内封筒を
入れる外封筒の二重封筒にしてください。
※窓口に持参する場合、外封筒は不要です。
（令和７年５月１日～）

〒421-1121
藤枝市岡部町岡部６―１ 藤枝市役所岡部支所２階
志太広域事務組合 総務課 企画財政係 行
入札番号第〇号 ○年度 〇〇〇業務委託

〇〇市○〇１－１
入札書在中 株式会社 〇〇〇

＜内封筒記載例＞

宛先、入札番号、件名、「入札書在中」、商号（又は名称）、並びに代表者の
職名及び氏名を記入し、代表者印を押す。
同じ印で、封筒のつなぎ目に封印をする。
※いずれかの印がない場合、無効となることがあります。

＜外封筒記載例＞

宛先、入札番号、件名、「入札書在中」、住所、商号（又は名称）を記入する。

その他の規定については、「郵便入札に関する要領」や「競争契約入札心得」
等（下記①のページのうち、「関連法規など」）をご覧ください。

志太広域事務組合ホームページ＞組合の概要＞入札・契約＞入札情報 …①
https://www.shida.or.jp/about/tender/115.html
郵便入札に関する要領 …②
https://www.shida.or.jp/material/files/group/2/yubinnyusatsuyoryoR070501.pdf

㊞

① ②


